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〈

論
文

要
旨
〉

　
神
仏
習
合
と

神
仏
隔
離
（
分
離）

が

併
存
す
る

と
い

う
日

本
特
有
の

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

現
象
は
、

古

代
国
家
が

仏
教
を

受
容
し
て

か

　
ら

神

祗
祭
祀
を

形
成
さ

せ

た

こ

と

で

生
ま

れ
た

。

仏
教
公
伝
の

記
事
に

欽
明
天
皇
が

仏
像
を

蘇
我
稲
目
に

託
し

た

と
あ
る

こ

と

は
、

古
墳
時
代
に

普
遍

　
的
な

委
託
祭
祀
の

方
式
に

則
っ

た
も
の

で

あ
る

。

ま
た

古
墳
で

行
な
わ

れ
て

い

た

「

柱
」

祭

祀
に

、

神
聖
（
祭
祀
的）

な

面
と

服
属
儀
礼
的
な

面
と

が

　
あ
り、

仏
教
の

受
容
に

際
し、

神
聖

（

祭
祀
的）

な

面
は

塔
の

心

柱
に
、

服
属
儀
礼
的
な
面
は

須
弥
山
を
建
て

る

儀
に

投
影
さ

れ

た
。

仏
教
は

当
初、

　
古
墳

時
代
の

祭
祀
形

態
を
ふ

ま

え、

そ
れ

と

混
淆
し
て

受

容
さ
れ

た
。

そ

れ

に

対
し、

律
令
国
家
の

建
設
と
一

体
化
し
て

形

成
さ

れ
た

神

祗
祭
祀
に

　
は
、

「

柱
」

の

抽
象
化
が

見
ら
れ、

古
墳
祭

祀
か

ら
の

断

続
が
あ
っ

た
と

想
定
さ

れ

る
。

神
祗
は
、

古
墳
祭
祀
の

衰
退
・

消
滅
と、

一

時
的
な

仏
教
儀

　
礼
へ

の

移
行
が

な

さ

れ
た

後
で、

仏
教
か

ら
自
立

す
る

形
で

古

代
国
家
に

よ
っ

て

創
始
さ
れ
た

。

こ

れ
に

よ
っ

て

仏
教
を

信
仰
し

な

が

ら

も
神
の

優
位

　
性
を

認
め

よ

う
と

す
る

精
神
構
造
（

信
仰
構
造）

が

出
来
上

が

っ

た

と

考
え
ら
れ

る
。

〈
キ
ー
ワ

ー

ド
〉

　
神
仏
習
合

、

神
仏
隔
離

、

仏

教
公
伝、

古
墳
祭

祀
、

神
祗

祭
祀
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は
じ

め

に

　

神
仏

習
合
と

は
、

日

本
に

お

け
る

在
来
信
仰
と

仏
教
の

融

合
を
い

う
。

こ

れ

ま

で

に

様
々

な
立

場
か

ら

多
く
の

研
究
が

積
み

上
げ
ら

れ

て

き
た
が
、

日

本
の

在
来
信
仰
と

さ

れ

る

「

神
道
」

な
い

し
は

「

神
祗
信
仰
」

が

捉
え

に

く
く

、

議
論
が

散
漫
に

な

る

傾
向
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1）

た
。

こ

の

中
で

、

仏
教
に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

て

き

た

神
の

歴

史
を

段
階
的
に

把
握
し

た

辻

善
之

助
の

研
究

、

民
俗
学
的
な

視
野
を
も

入
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（
2）

れ
て

仏
教
に

対
抗
す
る

「

神
道
」

が

奈
良
末
期
か

ら

平
安
初
期
に

か

け

て

成
立
し

た

と

す
る

高
取
正

男
の

研
究
が

最
も

基
準
と

さ

れ

る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

近
年
で

は

神
道
思

想
の

形

成
や

神
社
の

社
会
的

役
割
を
重

視
し

て

神
道
の

形
成
を

中

世
以
降
に

下
ら

せ

る

見
解
も

あ

　〔
3）

る

が
、

そ
の

よ

う
に

宗

教
を
一

元

的
に

見
て

古
代
に

お

け
る

神
祗
の

役

割
を

軽
視
し

て

は

な

ら

な
い

。

神
仏
習
合
の

歴
史
で

考
察
さ

れ

る
べ

き

在
来
信
仰
は

決
し

て

特
定
の
一

時
代
に

形

成
さ

れ

た

の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

津
田
左

右
吉
が

「

神

道
」

の

語
義
を

歴
史
的
に

捉

　
　

　

　（
4）

え
た
よ

う
に

、

仏
教
の

影

響
を

受
け

な

が

ら

少
し

ず
つ

形
成
さ

れ
、

変
形
さ

れ

て

い

っ

た
の

で

あ
り

、

そ

の

多
元
的
な

様
相
を

解
明
し

て

い

く

必
要
が

あ

る
。

　
こ

の

よ

う
な

視
点
に

立
っ

て

神
仏
関
係
の

歴
史
を

概
観
し

た

時、

神
と

仏
が

融
合
し
て

く
シ

ン

ク

レ

テ
ィ

ズ

ム

の

現
象
だ

け
で

は

な

く
、

神
の

側
か

ら

仏
を

隔
離
（

分
離）

す
る

と

い

う、

相
反
す

る

作
用
が

働
い

て

い

る
こ

と

に

気
づ

く
。

神
仏
の

習
合
と

隔

離
と
い

う

一

見
矛
盾
す

る

現
象
に

つ

い

て

は
、

か
つ

て
、

日

本
人
の

信
仰
構
造
が

確
立
す

る

平
安
時

代
ま

で

に

形
成
さ

れ

た

こ

と

を

論
じ

、

そ

の

実
態
の

分
析
か

ら
、

日

本
人
の

宗
教

意
識
の

根
底
に

「

祭
と

い

う

時
間
に

集
約
さ

れ
る

神
祗
信
仰
」

が

存
在
し

、

新
た

な

宗
教

儀
礼
も

他
の

年
中
行
事
と

し

て

個
別
に

受
容
さ

れ

て

い

た

故
に

神
事
と

仏
事
と

を

併
修
し

て

い

た

こ

と
、

「

祭
」

の

場
か

ら

は

死
の

イ
メ

ー

ジ

を

抱
え
る

仏
教
を

排
除
し

よ

う
と

す

る

神
仏
隔

離
の

原
理
が

働
く

が
、

伝
統
的
な
「

祭
」

の

場
か

ら

離
れ

た

と

こ

ろ

で

は

神
仏
習
合
的

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

（
5）

な

現

象
が

推
進
さ

れ

る

こ

と

な
ど
を

明
ら

か

に

し
た

。

つ

ま

り
、

日

本
に

お

け
る

神
へ

の

信
仰
（

在
来
信

仰
）

は
、

言
語

化
（

思

想

化
）

さ
れ

た

部
分
の

み

に

注
目
す

る

と
、

仏

教
と
い

う

教
義
的
・

組
織

的
に

優
れ
た

外
来
宗
教
に

包
括
さ

れ

た

観
が

あ
る

が
、

実

際
に

は

自
ら
の

存
在
意
義
を

保
ち

な

が

ら

共
存
を

可

能
に

し

た

の

で

あ

り、

こ

の

よ

う
な

使
い

分
け
の

信
仰
構
造
（

意

識
構
造）

が

ど
の

よ

う
に

し
て

形
成
さ

れ

た

の

か

を

解
明
す
る

必
要
が

あ
る

。

　
そ
こ

で

本
稿
で

は
、

仏
教
に

飲
み

込

ま

れ

な
か
っ

た

神
道
（

神
祗
信

仰）

の

歴
史
に
つ

い

て
、

そ

の

原

点
と

な
る

仏
教
伝

来
時
に

遡
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仏教受容 と神祗信仰の 形成

っ

て

考
察
す
る

。

特
に

、

従
来
注

目
さ

れ
て

こ

な

か

っ

た

祭
祀
形
態
の

観
点
か

ら

仏
教
の

受

容
と

在
来

信
仰
の

関
係
を

見
直
す
こ

と

に

し
た
い

。

具
体
的
に

は
、

仏
教
公
伝
な

ど

の

『

日

本
書

紀
』

の

記
事
を

再
検
討
し

、

古
墳
時
代
の

宗
教
を

復
元
し

な
が

ら

神
仏
関
係
の

原
点
を

探
っ

て

行
く

。

こ

れ

に

よ
っ

て
、

古
墳
時
代
か

ら

仏
教
受
容
を

経
て

神
祗
祭

祀
が

形
成

（

変
質
）

さ

れ

て

い

く

様
相
を

明
ら

か

に

し
た
い

。［

　

仏
教
公
伝
記
事
の

再
検
討

　

日

本
へ

の

仏
教
の

伝

来
は
、

百
済
の

聖

明
王
が

欽
明
天
皇
に

仏
像

・

経
典
等
を
届
け

た

と
い

う

所
謂
「

仏
教
公

伝
」

で

あ
る

と

さ

れ

る
。

そ

の

年
次
に

つ

い

て

『

日

本
書
紀
』

で

は

欽

明
天

皇
十
三

年
の

壬

申
（
五

五
二

年）

と

し
、

『

上

宮
聖

徳
法
王

帝
説
』

『

元

興
寺

縁

起
并
流
記
資
財
帳
』

で

は

戊
午
（
五

三

八

年
）

と

す

る

な

ど

異
な
る

説
が

あ
り

、

ま

た

『

日

本
書

紀
』

の

記
事
に

中
国
で

長

安
三

年
（
七

〇
三
）

に

漢

訳
さ

れ
た

『

金

光
明

最
勝
王

経
』

の

文
章
が

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら
、

そ

の

信
憑
性
が

疑
わ

れ

て
い

る
。

内
容

に

つ

い

て

も
、

蘇
我
氏
を

中
心
と

す

る

崇
仏
派
と

物
部
氏

中
心

の

排
仏

派
と

の

闘
争
を

強
調
す
る

な

ど
、

物
語
と

し

て

の

潤
色
の

跡
を

窺
わ
せ

る

と

こ

ろ

が

あ
る

。

し

か

し
、

『

日

本
書
紀
』

に

「

天
皇
日

、

宜
下

付
二

情
願
人
稲
目

宿
禰晶

試
令
中

礼
拝
炉

大
臣
跪
受
而

忻
悦

、

安
二

置
小
墾

田
家
ハ

懃
修
二

出
レ

世

業一

為
レ

因
、

浄
二

捨
向
原
家一

為
レ

寺
、

」

と

あ
る

部
分

、

す
な
わ

ち

最
終
的
に

蘇
我
稲
目
に

仏
像
を

託

し
て

試
み

に

拝
ま

せ

る
こ

と

に

し

た

と

い

う
こ

と

は
、

『

上

宮
聖

徳
法
王

帝
説
』

に

「

志

癸

嶋
天
皇
御
代

、

戊
午
年
十
月
十
二

日
、

百

済

国
主
明
王

、

始
奉
・

度
・

仏
像

経

弊
僧

笠

勅

授

蘇
我
稲
目
宿

禰
大
臣

全
興

隆

亀
」

と

あ
る
．
、

と

と

も

薮
し

、

あ
る

程
度

鬮

の

真
実
を

伝
え

て

い

る

と

思
わ
れ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
一

見
奇
異
に

見
え

る

仏
像
の

礼
拝
を
委

託
し

た

天
皇
の

態
度
に

、

こ

の

時
代
の

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
鵬

祭
祀
形
態
と

神
観
念
が

反
映
さ

れ

て

る

こ

と

を

指
摘
し

た
い

。

N 工工
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古
墳
時
代
の

祭

祀
を

復
元
す

る

に

は

断
片
的
な

史
料
し

か

残
さ

れ

て
い

な
い

が
、

崇
神
天

皇
に

関
す
る

『

日
本
書
紀
』

の

祭
祀
伝
承

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
み

ま

き

い

り

ひ
こ

い

　
に

え

は

注
目
さ

れ
る
べ

き

で

あ
る

。

崇
神
天

皇
（

和
風
諡

号
は

御
問
城
入

彦
五

十
瓊

殖
天

皇）

は

記
紀
の

系
譜
上
の

第
十
代

天
皇
で

、

北

陸
・

東
海

・

西
道
・

丹
波
に

四

道
将
軍
を

派
遣
し

て

大
和
王

権
の

領
域
を

拡
大
し
た

と

さ

れ

る

が
、

そ

れ

以
上

に

神
祗
祭
祀
に

よ
り

国

　
　

　
　
　

　
　
は
つ

く
に

し
ら

す

家
を

安
定
さ

せ

て

御

肇

国
天

皇
と

称
さ

れ

た

と

あ
る

こ

と

か

ら
（
＋
二

年
九
月
己
丑

条）
、

実
在
の

初
代
の

天

皇
と

す
る

説
も
あ

る
。

祭

祀
の

発
端
は

崇

神
天

皇
の

五

年
に

疫
病
が

流
行
し

て

民
の

半
数
が

死
亡
し

た

こ

と

に

あ
り

、

翌
六

年
の

条
に

、

　
　
六

年
、

百
姓

流
離

、

或

有
二

背
叛
ハ

其
勢
難
二

以
レ

徳
治一

之
、

是
以

、

晨
興

夕
揚

、

請
二

罪
神
祗
晒

先
是

、

天
照

大
神

・

倭
大

国

魂

　
　
二

神
、

並
祭
二

於

天
皇
大
殿
之

内訥

然
畏
二

其

神
勢
ハ

共
住
不
レ

安
、

故
以
二

天
照
大

神
ハ

託
二

豊

鍬
入

姫
命
ハ

祭
二

於

倭
笠

縫
邑
ハ

仍

　
　

立
二

磯
堅
城

神
籬

舳
韈
『
殿
啄

．

亦

以
二

日

本
大
国

魂
神
ハ

託
二

淳
名
城

入
姫

命一

令
レ

祭
、

然
渟

名
城

入
姫

、

髪

落
体
痩

而
不
レ

能
レ

祭
、

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
あ
ま

て

ら
す

　
　
　
　
　
　

お

お

く
に

た

ま

と

あ

り、

神
祗
に

謝
罪
し

た

後
で

、

そ

れ

ま

で

天
皇
の

居
所

内
に

祭
っ

て
い

た

天

照

大
神
と

大
国
魂
神
の

二

神
の

神
威
を

畏
れ
（

同

　
　

　
　
　

　
　
　
　
と

よ

す
き
い

り
ひ

め

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
か
さ

ぬ
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

ぬ

　
な
　
き

い

り
ひ

め

床

同
殿
）

、

天
照
大

神
を

豊
鍬
入

姫
命
に

託
し

て

倭
の

笠

縫
邑
に

祭
ら
せ

、

大

国
魂
神
に

つ

い

て

は

淳

名
城

入
姫

命
に

託
し

た

が

体

調

不
良
に

よ
っ

て

祭
れ

な
か

っ

た

と

す
る

。

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
か

む

あ
さ

り

は

ら

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

お
お

も

の
ぬ

し

　
七

年
の

条
に

も
、

二

月

辛
卯
（
十
五

日）

に
、

国
が

治
ま

ら

な
い

理

由
を

神
浅
茅

原
で

八

十
万

神
に

問
い

、

託
宣
に

よ

り
大

物
主

神

を

祭
る
べ

き
こ

と

が

告
げ
ら

れ
、

後
の

夢
で

大

物
主
神
か

ら

「

天

皇、

勿
二

復
為
ラ

愁
、

国
之

不
レ

治
、

是

吾
意
也

、

若
以
二

吾
児
大
田

々

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
お
お

た

　
た
　
ね

　
こ

根
子“

令
レ

祭
レ

吾
者、

則
立

平
矣

、

亦
有
二

海
外
之

国
ハ

自
当
帰
伏

、

」

と
、

子
の

大
田
々

根
子
に

祭
ら

せ

れ
ば

内

憂
外
患
が

な
く
な

る

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
い

ち
し
の

な

が

と

言
わ
れ
た

こ

と
、

さ

ら

に

八

月
「

ロ

酉
（
七

日
）

に
、

他
の

人

々

の

夢
で

も
、

大
物
主

神
に

は

大
田
々

根
子

、

大

国
魂
神
に

は

市
磯

長

お
　
ち
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ぬ

ち
の

あ

が
た

　
す

え
の

む

ら

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

い

か
が

し

こ

お

尾
市
が

祭
る

者
と

し

て

指
名
さ

れ
た

の

で
、

茅
渟

県
の

陶

邑
に

大

田
々

根
子
を

捜
し

出
し

、

占
に

よ

り

物
部
連
の

祖
の

伊
香
色
雄
を

「

神
班

物
者
」

と

す
る
こ

と

も

決
め

ら

れ
た

こ

と

が

記
さ

れ

て
い

る
。

そ

し

て
、

十
一

月
己

卯
（

士
二

日）

条
に

、
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命
二

伊
香
色

雄
（

而
以
二

物
部
八

十
平
瓮
ハ

作
二

祭

神
之

物
ハ

即
以
二

大
田

々

根
子
ハ

為
下

祭
二

大

物
主

大
神一
之

主
P

又

以
二

長
尾

市
ハ

　

　
為
下

祭
二

倭
大
国

魂
神
一

之

主
P

然
後

、

ト
レ

祭
二

他
神
ハ

吉
焉

、

便
別

祭
二

八

十
万
群
神
ハ

仍
定
二

天

社
・

国
社

、

及

神
地
・

神
戸
ハ

　

　
於
是

、

疫
病
始
息

、

国

内
漸
謐

、

五

穀
既

成
、

百
姓

饒
之

、

と

あ
る
よ

う
に

、

大
田

々

根

子
・

市

磯
長
尾
市
を

そ

れ
ぞ

れ

大
物
主
大

神
・

大
国
魂

神
を

祭
る

主
と

し
、

そ

の

後
で

他
の

神
々

を

祭
っ

て

天

社
・

国

社
な
ど

を

定
め
た

の

で

あ
る

。

実
際
の

祭
は

翌
八

年
で

、

四

月
乙

卯
（
十
六

日
）

に

「

大
神
之

掌
酒
」

を

定
め

、

十
二

月

乙

卯
（
廿
日

）

に

祭
ら
せ

た

と

す

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
や

ま
と

ひ

め
の

み

こ

と

　

次
の

垂

仁
天
皇
の

二

十
五

年
三

月

丙
申
（
十
日）

条
に
、

天
照

大
神
に

つ

い

て

先
の

豊

耜
入

姫
命
か

ら

皇

女

倭

姫

命
に

託
さ

れ
、

伊
勢
の

地
で

祠
を

立
て

た

と

あ
る

。

こ

の

伊
勢
神
宮
の

起
源

譚
に

は

「

一

云
」

と

し

て

翌

年
十
月
甲

子
の

出

来
事
と

す
る

異
説
を

載
せ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
や

ま

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぬ

　
な

　
き

わ

か
ひ

め

る

だ

け
で

な

く
、

同
時
に

な
さ

れ

た

大

倭
大
神
の

祭
祀
に

つ

い

て
、

託
宣
に

よ

り
最

初
に

命
じ

た

渟

名
城
稚
姫
命
が

痩
せ

細
っ

て

い

て

で

き

ず
、

大
倭
直
の

祖
長
尾

市
宿
祢
に

祭
ら

せ

た

と

あ
る

。

　
『

古

事
記
』

に

伊
勢
神
宮
起
源
譚
は

な

い

が
、

崇
神
天

皇
の

段
で

は
、

大
物
主

大
神
に

つ

い

て

「

即
以
二

意

富
多
々

泥
古
命
議

為
ご

神

主
一

而
、

於
二

御
諸
山一

拝
祭
意
富
美

和
之

大
神
前
ご

と

あ

り
、

意
富
多
々

泥
古

命
（

大
田
々

根
子）

を

神
主
と

し

て

御
諸
山
で

祭
り

、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
ほ

「

天
神
地

祗
之

社
」

を

定
め

奉
っ

た

と

し
、

三

輪
山
伝
説
へ

と

繋
げ
て

い

る
。

垂
仁
天

皇
の

段
で

は
、

出
雲
大
神
へ

物
言
わ

ぬ

皇
子

品

む
　
つ

　
わ

　
け

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

あ
け

た
つ

　

　
　

う

な

か
み

牟
都
和

気
命
（

本
牟
智
和
気

御
子
）

を

派
遣
す
る

際
に

曙
立
王

と

菟
上

王

と

を

副
え

、

治
癒
帰
京
後

、

菟
上

王

に

大
神
の

神
宮
を
造
ら

せ

た

と

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐

　
こ

れ
ら
の

話
を

そ

の

ま

ま

真
実
と

見
な

す
こ

と

は

で

き

な
い

が
、

大
和
王

権
に

よ

る

祭
祀
の

方
式
を

伝
え

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
跏

そ

れ

は

委
託
祭

祀
と

で

も

呼
ぶ

べ

き

方
式
で

、

大
和
王

権
の

大
王

（

天
皇
）

は
、

祭

祀
を

必
要
と

す
る

神
を

見
出
し
、

祭
祀
の

適

任
者
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を

定
め

、

そ

れ

に

託
し

て

い

た

の

で

あ
る

。

天

照
大

神
（

伊

勢
神
宮
）

へ

皇

女
を

斎
王

と

し

て

派
遣
す

る
こ

と

に

つ

い

て

も
、

『

日

本

書
紀
』

に

あ
る

伝
承
が

『

古
事

記
』

に

な
い

こ

と

の

意
味
は

別
に

考
察
さ

れ

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

が
、

他
の

神
々

に

対
す
る

の

と

同
じ

方

式
が

採
用
さ

れ
た

の

で

あ
り

、

皇
室
に

と

っ

て

特
別
な
も
の

と

し
て

残
存
し

た

と
い

え

る
。

　
『

日

本
書

紀
』

で

は

神
武
東
征
（
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
条
）

に
、

神
武

天
皇
自
ら

が

丹
生

川
上
で

天

神
地
祗
を
祭
っ

た

だ

け
で

な

　

　
た
か

み

　
む

す
び

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

う
つ

し
い

わ
い

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
み

ち
の

お

み

　
　
　
　

　

い

つ

ひ

め

く
、

高
皇
産
霊

尊
を

自
分
に

「

顕

斎

（

神
霊
を

憑
け
る
）

」

し
、

道

臣
命
を

「

厳

姫
」

と

い

う

名
の

「

斎
主
」

と

す

る

勅
を

下
し

た

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
な
か

と

み

の
い

と

あ
る

。

ま

た

神
功
皇

后
摂
政
前
紀
（

仲
哀
天

皇
九
年
三

月

条
）

に

は
、

皇
后
自
ら
が

「

斎
宮
」

に

入
っ

て

「

神
主
」

と

な

り
、

中

臣
鳥

か

　
つ

　
お

　
み

　
　

　
　
　
さ

　
に

　
わ

賊
津
使
主
を
「

審
神
者
」

と

し

て

祟
を
も
た

ら

す
神
を

探
り

当
て

、

祭
っ

た

と

あ
る

。

こ

れ
ら
の

記
述
は

、

古

墳
時
代
の

祭
祀
に

様
々

な

方
式
が

あ
り

、

大
王

（

天
皇
）

に

よ

る

親
祭
が

特
別
で

あ
っ

た

こ

と

を

物

語
っ

て

い

る
。

仮
に

委
託
祭
祀
が

定
型
と

さ

れ

て

い

た
と

す

る

な

ら

ば
、

斉

明
天

皇
五

年
是
歳
条
に

「

命
二

出
雲

国
造
ハ

紳

修
二

厳

神
之

宮
ご

と

あ
る

出
雲
の

熊
野

大

社
造
立

も

国
造
へ

の

祭

祀
委
託
の

表
わ
れ

と

見
る

こ

と

が

で

き
、

さ

ら

に

律
令
祭
祀
に

お

け

る

祈
年
祭
・

月
次
祭
で

の

班
幣
制

度
の

源

流
と

も

位
置
付
け

ら
れ

る

か

も

し
れ
な
い

。

　

仏
教
公
伝
で

欽
明
天
皇
が

蘇
我
氏
に

仏
像
を

託
し
て

礼
拝
さ

せ

た
こ

と

も
、

大
和
王

権
に

よ
っ

て

行
な

わ

れ

て

い

た

委
託
祭
祀
の

反

映
と

見
な
さ

れ

る

で

あ
ろ

う
。

そ

し

て

物
部
氏
に

よ
る

反
対
も

、

他
国
か

ら
も

た

ら

さ

れ

た

神
へ

の

反

発
で

あ

り、

仏
教
に

対
す

る

理

解
が

伴
わ
れ
て

い

た

わ

け

で

は

な
い

。

あ

る

い

は

「

神
班
物
者
」

と

し

て

の

職
掌
と

深
く

関
係
し

、

こ

の

新
来
の

神
の

受
容
が

託
宣

な

ど
一

定
の

手

続
き

を

経
て

い

な

か

っ

た
こ

と

か

ら
起
こ

っ

た

反
感
と

も

想

像
さ

れ

る
。

　

仏
教
公

伝
記
事
に

つ

い

て

は

今

後
と

も

検
討
が

必
要
で

あ
る
が

、

少
な
く
と

も

祭

祀
の

方
式
と
い

う

点
で

は

古
墳

時
代
に

お

け

る

大

和
王

権
の

形

式
と

し

て

十
分
に

認
め

ら

れ

る
。

そ

し

て

従

来
か

ら

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

仏
像
は

「

蕃
神
」

「

他
国

神
」

な

ど
と
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〔
6）

表
現
さ

れ
、

日

本
最
初
の

出
家

者
は

司
馬
達
等
の

わ

ず
か

十
一

歳
の

娘
（

善
信
尼
）

で

あ
っ

た

（

『

日

本
書
紀
』

敏
達

天
皇
＋
三

年
条）

。

こ

れ

ら

の

こ

と

を

考
え

合
わ
せ

れ

ば
、

伝
来
当
初
の

仏
教
は

在
来
の

神
と

同
じ

次
元
（

神
観
念
）

で

受
け
取
ら

れ
、

出
家
者
（

尼
）

に

も

伊
勢
神
宮
に

対
す
る

斎
王

（

斎
宮）

と

同
様
に

巫

女
と

し
て

の

性
格
を

持
た
せ

て

い

た
こ

と

は

間
違
い

な
い

。

す

な

わ

ち
、

神
仏
の

関

係
の

歴
史
が

混

淆
（

同
化
）

か

ら

始
ま
っ

た

と

い

え
る

の

で

あ
る

。

そ

う
だ
と

す
れ

ば
、

そ
の

後
、

仏
教
に

対
す

る

理

解
が

進
む

に

つ

れ

て
、

仏
教
か

ら

の

独
自
性
を

も

主

張
す

る

神
祗

（

神
道
）

が

形
成
さ

れ
た

と

見
る

べ

き

で

あ
ろ

う
。

そ

の

変
化
の

過

程
に

つ

い

て
、

古
墳
祭
祀
を

復
元

し

な
が

ら

考
察
を

進
め

て

い

き

た
い

。

二

　
古
墳
祭
祀
の

復
元

ー
「

柱
」

祭
祀
に

つ

い

て

ー

　

仏
教
が
日

本
に

伝

来
し

た

六

世
紀
は

古
墳
時
代
の

後
期
に

相
当
す

る
。

そ

れ

か

ら
一

世
紀
半
の

間
に

大
化
改
新

・

白

村
江
の

戦
・

壬

申
の

乱
な
ど

の

大

事
件
が

あ
り

、

社
会
・

経
済

・

文
化
が

大
き

く

変
質
す
る

中
で
、

大
型

前
方
後
円

墳
が

築
造
さ

れ

な

く

な

り、

古
墳

時
代
は

終
焉
（

終
末

期）

に

向
か
っ

た
。

も

し

も

古
墳
が

宗
教
的
象
徴
と

し

て

の

意
味
と

宗
教
儀
礼
を

行
な

う
場
と

し

て

の

機
能
を

持

ち

合
わ
せ

て

い

た

と

す
れ

ば
、

国
家
的
宗
教
儀
礼
に

も

大
変
化
が

起
こ

っ

た

こ

と

は

疑
い

な
い

。

し
か

し
、

古
墳
時

代
の

祭

祀
を

伝
え

る

史
料
が

極
め

て

少
な
い

上
に

、

従
来
の

研
究
が

考
古
学

・

歴
史
学
・

神
道

史
・

仏
教
史
と

細
分
化
し
て

い

た

た

め

に
、

そ

の

変
化
に

つ

い

て

ほ
と

ん

ど

検
証
さ

れ
て

こ

な

か

っ

た
。

そ

こ

で
、

先
ず
古
墳
時
代
の

祭

祀
形
態
を

復
元
し

、

そ

れ

が

仏
教
の

受

容
を

経
て

八

世

紀
初
頭
に

お

け
る

記
紀
神
話
や

律
令
祭

祀
の

形
成
に

至
る

ま
で

に

ど

う

変
化
し

た

か

を

描
き

な

が

ら
、

日
本
古
代
宗

教
史
の

流
れ
を

総

括
的
に

捉
え

る

た

め

の

試
論
を

提
出
し

て

み

た

い
。

　

大
型

古
墳
を

築
造
し
て

い

た

王

朝
と

律
令
国
家
を

完
成
さ

せ

た

王

朝
の

間
に

民
族
的
な

断
絶
は

な
く

、

こ

の

間
の

祭

祀
・

儀
礼
の

変
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化
は

同
一

文
化
の

内
部
で

起
こ

っ

た

も

の

で

あ
る

。

よ
っ

て
、

そ

こ

に

何
ら

か

の

連

続
性
を

認
め

、

神
・

仏
に

共
通
し

た
要

素
を

も
つ

国
家
的

儀
礼
を

抽

出
し

、

こ

の

変

革
の

様
相
と

意
義
を
捉
え

直
さ

な
け

れ

ば
な

ら
な
い

。

こ

の

大
き

な

問
題
を

考
え
る

に

あ
た
っ

て
、

『

古
事

記
』

以

来
神
を

数
え

る

助
数
詞
と

し
て

も

使
用
さ

れ

る

「

柱
」

に

着
目
し

、

そ

こ

か

ら

当
時
の

神
観
念
と

失
わ

れ

た

祭
祀
形

態

（
「

柱
」

祭

祀
）

を

復
元
す
る
こ

と

か

ら

始
め

た

い
。

　
「

柱
」

を

用
い

た

祭

祀
と

い

う
こ

と

で

注
目
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い

の

は
、

次
に

掲
げ
る

『

日

本
書
紀
』

推
古
天
皇
二

十
八

年
（
六

二

〇
）

十

月
条
で

あ
る

。

　

　
冬
十
月

、

以
二

砂
礫一

葺
二

桧
隈
陵
上
ハ

則
域
外
積
レ

土

成
レ

山
、

仍
毎
レ

氏
科
之

、

建
二

大
柱
於

土

山
上
ハ

時
倭
漢
坂
上

直
樹
柱

、

勝

　

　
之

太
高

、

故
時
人

号
之

、

日
二

大
柱
直一

也
、

　

　
　
　

　
　
ひ

の

く

ま
の
み

き

さ
ぎ

　
こ

こ

に

い

う

桧

隈

陵
と

は

推
古
天
皇
の

父

欽
明
天

皇
の

「

桧
隈
坂

合
陵
」

の

こ

と

で

（

欽
明
天

皇
三

＋
二

年
九

月
条）

、

八

年
前
の

推

古
二

十
年
二

月

庚
午
条
に

「

改
二

葬
皇

太
夫
人
堅
塩

媛
於
桧

隈
大
陵一
」

と

あ
る

よ

う
に

欽
明
天

皇
の

后
の

う
ち

で

推
古
天
皇
の

母
で

あ

　
き

た

し

ひ

め

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　
ざ
れ

し

る

堅
塩

媛
も

合
葬
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

推

古
天
皇
の

父

母
の

墓
で

あ
る

桧
隈
陵
に

砂
礫
を

敷
い

た

際
、

域
外
に

土

で

山
を

作
り、

そ
こ

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
や

ま
と

の

あ
や

の
さ

か

の

う
え

の
あ

た
い

で

諸
氏

族
に

大

柱
を

建
て

さ

せ

た
。

時
に

倭

漢

坂

上

直
の

建
て

た

柱
が

特
に

勝
れ
て

い

た

の

で

「

大

柱
直
」

と

い

う

異

称

三
ッ

ク

ネ
ー

ム
）

を

付
け

ら

れ
た

、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は

古

墳
に

関
連
す

る

儀
式
を

伝
え
る

数
少
な

い

文
献
史
料
で

あ
り

、

そ

の

扱
い

に

は

慎
重
を

期
さ

ね

ば
な

ら

な
い

が
、

こ

の

話
が

後
半
部
分
の

「

大
柱
直
」

と
い

う

異
称
の

由
来
に

つ

い

て

倭
漢
坂
上

直
に

伝
承

さ

れ

て
い

た

も
の

を

『

日
本
書

紀
』

編
纂

時
に

取
り
上
げ
た

と

解
釈
す

る

な

ら
ば

、

陵
墓
に

お
い

て

柱
を

建
て

る

儀
式
は
こ

の
一

度
だ

け
で

は

な

か

っ

た

可
能
性
が

高
い

。

　

古
墳
は

墓
で

あ
る

か

ら
、

考

古
学
の

関
心
も

形
状
や

副
葬
品
に

集
中
し
、

葬
送

・

改
葬
時
以

外
の

儀
礼
の

場
と

し

て

の

機
能
が

あ
ま
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仏教受容 と神祗信仰の 形成

り
想

定
さ

れ
て
い

な

か
っ

た
。

と
こ

ろ

が
、

こ

の

記

事
は

古
墳
（

特
に

前
方
後
円
墳
）

が

単
な

る

墓
以

上
の

機
能
を

持
っ

て

い

た
こ

と

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
7∀

を

物

語
っ

て

い

る
。

そ

れ

を

裏
付
け
る

か

の

よ

う
に

、

最
近
の

発
掘
で

は

古
墳
の

周

濠
跡
か

ら

多
数
の

木
製
品
が

発
見
さ

れ
て

い

る
。

木
製
品
の

多
く

は

笠

形
・

盾

形
・

鳥
形
な

ど

に

加
工

さ

れ
た

「

木

製
埴

輪
」

で

あ
る

が
、

特
に

四

条
二

号
墳
（
橿
原

市
）

の

前
方

部

先

端
か

ら

径
三

〇
セ

ン

チ

の

柱
穴
が

見
つ

か

る

な

ど
、

単
な

る

柱
を

建
て

た

形
跡
も
認
め

ら

れ

る
。

畿

内
だ

け
で

な

く
、

山
梨

県
の

大
型

前
方

後
円
墳
（

全
長
】

六

九
メ

ー

ト
ル
）

で

あ
る

銚
子
塚

古
墳
の

後

円
部
か

ら

も
、

木

柱
（

長
さ

九
〇
セ

ン

チ、

最
大

幅
二

〇
セ

ン

チ
）

が

他
の

「

木
製
埴
輪
」

と

共
に

発

掘
さ

れ

た
。

そ
の

木
柱
は

表
面
を

金

属
器
で

丁

寧
に

面
取
り
さ

れ
、

ま

わ

り

に

砂
礫
が

敷
か

れ
て
お

り
、

ま

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
8）

さ

に

墳
丘

外
で

の

柱
を

建
て

る

儀
式
を

彷
彿
と

さ

せ

る
。

　
欽

明
天
皇

陵
に

つ

い

て

は

現
在
比

定
さ

れ

て

い

る

高
市
郡
明
日

香
村
の

桧
隈
坂

合
陵
以
外
に

、

橿
原

市
五

条
野

町
の

見
瀬
丸

山
古

墳

が

相
当
す

る
と

い

う
説
も

あ

り、

検
討
を

要
す
る

が
、

先
の

推
古
天

皇
二

十
八

年
十
月

条
に

対
す
る

河

村
秀
根
の

『

書

紀
集
解
』

（

一

七
八

五
）

の

注
に

、

　
　

嘗
聞

、

大
和
人

平

尚
重
日
、

高
市
郡
桧
隈
郷
下
平

田

村
東
北
有
レ

陵、

俗

呼
日
二

梅
山
ハ

其
域

有
二

小

冢
ニ
ハ

一

日
二

経

冢
（

一

日
二

　
　

金
冢
一

此
陵

大
和
志

為
二

欽

明
天

皇
陵
ハ

是
陵
域
有一一
廃

渠
ハ

回
二

池
田
ハ

有
二

石

像
四
驅
ハ

俗
呼
日
レ

猿
、

遂
称
二

猿
山
《

明
和
辛
卯

　
　

大
旱

、

土

人

穿
二

小

池ハ

深

数
十
尺、

得
二

一

披
大
柱
余
ハ

大
十
囲

、

長
三

尺
、

越
村
人

服
部
某

、

獲
而
珍
レ

之
、

蔵
二

于

家
ハ

所
謂

　
　

坂
上

直
所
レ

樹

大
柱
者
蓋
是

、

と

あ
り

、

明

和
八

年
（

一

七

七

こ

の

旱

魃
の

時
に

陵
の

廃
渠
か

ら

大

柱
が

出
て

来
た

と

の

記

録
が

あ

る
。

こ

れ
か

ら

少
な

く
と

も

天

皇

陵
ク
ラ

ス

の

前
方
後
円

墳
で

も

「

柱
」

を

建
て

る

儀
式
が

行
な

わ
れ
て

い

た

こ

と

は

認
め

ら

れ

る
。

　
古
墳

祭
祀
に

つ

い

て

は

『

日

本
書
紀
』

に

他
の

記
載
が

な
く
、

こ

の

推
古
朝
の

儀
を

も
と

に

想

像
す
る

し

か

な
い

。

そ

う
だ
と

す
れ
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ぱ
、

前
方
後
円

墳
が

天
皇
（

大
王
）

家
に

よ
っ

て

造
営
さ

れ
、

祭
場
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

た

時
代

、

古
墳
で

諸
氏
族
に

「

柱
」

を
建

て

さ
せ

る

儀
式
が

普
遍
的
に

行
な

わ
れ
て
い

た

と

想

定
し

、

そ

の

歴
史
的
な
位

置
付
け

を

明

確
に

し

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

。

　
こ

の

儀
式
は

前
方

後
円

墳
の

消
失
と

運
命
を

共
に

し
て

忘

れ

去
ら

れ

た

と

考
え

ら

れ
る

が
、

「

柱
」

に

神
を

降
ろ

す
と

い

う

神
聖

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

す）

（

祭
祀
的）

な

意
義
が

あ
っ

た

と

す
れ
ば

、

「

柱
」

祭
祀
と

呼
ぶ

こ

と

が

可

能
で

あ
ろ

う
。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
10）

　
こ

の

「

柱
」

に

つ

い

て

は
、

「

神
霊
」

「

祖
霊
」

を

依
り

憑
か

せ

る

「

神
の

依
代
」

な

い

し

は

「

神
座
」

と

見
な

さ

れ

た

り、

立

木
や

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
11）

柱
な

ど

を

拝

む

と

い

う

樹

木
崇
拝
と

比

較
さ

れ

た

り

し

て

き

た
。

樹
木

崇
拝
は

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

「

五

月
の

木
（

竃

芻

勹
。一
Φ）
」

の

習

俗
に

代
表
さ

れ
る

よ

う
に

世
界
の

各
地
で

行
な

わ
れ

、

古
代
朝
鮮
に

お

い

て

も

大

木
を

建
て

る

儀
な

ど
に

よ

り
天

神
を

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
12）

祭
る

風

習
が

あ
っ

た

と

中

国
の

史
書
に

記
さ

れ
て

い

る
。

朝
鮮
と

の

関
係
は

明
ら

か

に

で

き

な
い

が
、

日

本
で

も

神
聖
な

柱
を

建
て

る

現
象
が

原
始
時
代
か

ら

認
め

ら
れ

る
。

縄
文

時
代
の

寺
地

遺
跡
（

新
潟

県）
・

チ
カ

モ

リ

遺
跡
（

石
川

県）
・

真
脇

遺
跡
（
石
川

県）
・

三

内

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
13）

丸
山
遺

跡
（
青
森
県）

に

は

建
物
と

は

異
質
の

巨

木
を

建
て

た

遺
構
が

あ
り

、

弥
生

時
代
の

池
上

曽
根
遺

跡
（
大
阪
府）

・

吉
野
ヶ

里

遺

跡

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　（
14）

（

佐
賀
県）
・

古
津
賀
遺
跡
（

高
知
県）

な
ど

か

ら

「

立

柱
」

跡
が

見
つ

か
っ

て
い

る
。

古

墳
で

行
な

わ

れ

て
い

た

「

柱
」

祭
祀
も

こ

の

系

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
い

　
ほ
　

つ

　

ま

さ

か

き

譜
に

連
な

る
こ

と

は

疑
い

な
い

。

こ

れ
ら
は

記

紀
の

天

岩
戸
神
話
に

描
か

れ
る

「

五

百

津
真

賢
木
」

や
、

現
在
に

も
伝
わ

る

上

賀
茂

社

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ひ

も

ろ
ぎ

の

御
阿
礼
神

事
や

諏
訪
大

社
の

御
柱

祭
、

あ
る

い

は

神
籬
な

ど

と

も

共
通
す
る

と
い

え
よ

う
。

神
籬
は

、

先
述
の

『

日

本
書
紀
』

崇

神

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

し

か

た

き

天

皇
六

年
条
で

天

照
大

神
を

祭
る

際
に

も

「

磯
堅

城
神
籬
」

を

立
て

た

と

あ
り

、

そ
れ
を
用
い

た

祭

儀
の

様
相
は

、

記

紀
神
話
の

天

岩

屋
戸
の

段
や
『

万
葉
集
』

（
三

七
九
）

「

大
伴
坂
上

郎
女

祭
レ

神
歌
一

首
」

な

ど

か

ら

窺
い

知
る
こ

と

が

で

き

る
。

ま

た
、

木
・

柱
（

杭）
・

神
聖
な

る

木
の

室
な

ど

を

神
格
化
し
た

神
名
と

し
て

「

高
木

神
（

高
御
産

巣
日

神

⊥
咼

皇
室
霊

尊
の

別
名）
」

「

角
杙
神
・

妹
活

杙
神
」

「

神
漏
伎
命

・

神
漏
彌

命
」

な

ど

が

あ
る
こ

と

に

も
、

樹
木
崇
拝
の

跡
が

読
み

取
れ
る

。
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「

柱
」

祭
祀
を
よ
り

積
極
的
に

位

置
付
け
れ

ば
、

推
古
天

皇
二

十
八

年
の

儀
が

現
天

皇
に

と
っ

て

の

前
代
の

天
皇
陵
で

は

な

く
、

父

母
の

陵
で

行
な

わ
れ
て

い

る

こ

と

か

ら
、

自
ら
の

血

統
継
承
の

正

当
性
を
示
し

、

「

天

皇
霊
」

（
欽
明
天
皇

±
二

年
五

月
乙

亥
条）

を

身
に

付

け
る

た

め

の

儀
式
と

考
え
る

こ

と

も
で

き

る
。

ま
た

、

十
月
に

行
な

わ

れ

た
こ

と

か

ら

新
嘗
祭
と

の

関
連、

あ
る
い

は

同
年
是

歳
条
に

「

皇

太
子
・

嶋
大
臣

共
議
之
、

録一
天

皇
記
及

国
記

、

臣

連
伴
造

国
造
百
八

十
部
并
公

民
等

本
記
ご

と

あ
る

歴
史

書
集
録
と

の

関
連
も

視
野
に

入

れ

て

考
慮
し

な

け
れ

ば

な
ら
な
い

で

あ
ろ

う
。

　

け
れ

ど

も
、

こ

の

記

事
が

示
す

古
墳
時
代
末
に

お

け
る

国
家

的
な

古
墳

祭
祀
に

は
、

も

う
一

つ

の

重

要
な

側
面
が

あ
る

。

そ

れ

は

「

氏

毎
に

科
」

し
て

「

大
柱
」

を

建
て

さ

せ

る

と
い

う
、

天
皇

（

大
王
）

に

対
す
る

服
属
儀
礼

的
な

要
素
で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

国
家

的
な

「

柱
」

祭
祀
に

は
、

祖
霊
を

降
ろ

す
と
い

う

神
聖

（

祭
祀

的）

な

面
と

諸
氏
族
の

天

皇
に

対
す
る

服
属

儀
礼
的
な

面
が

あ
り

、

こ

の

二

面
性
を

考
慮
す

る
こ

と

な
し

に

は

古
墳
の

宗

教
的

・

政
治

的
意
義
も

、

仏
教
の

受

容
や

国

家
祭
祀
の

変
容
も

論
じ

る

こ

と

が

で

き

な
い

の

で

あ
る

。

三

　
仏
教
受
容
と

「

柱
」

　
古
墳
時

代
に

伝
来
し

た

仏
教
が

、

当
初
は

在
来
信
仰
と

混

淆
（

同

化
）

す
る

形
で

受

容
さ

れ

た
と

す
る

な
ら
ば
、

「

柱
」

祭
祀
と

の

関
連
は

ど

の

よ

う
な

も

の

で

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
か

。

先
に

指
摘
し

た

神
聖
（

祭
祀
的
）

な

面
と

服
属
儀
礼
的
な

面
の

両
方
か

ら

仏
教
儀

礼
を

検
証
し
て
い

き

た

い
。

　
聖

徳
太
子
が

建
て

た

と
さ

れ

る

四

天
王

寺
に

つ

い

て
、

『

日

本
書

紀
』

推
古

天
皇

元
年
（
五

九
三
）

是
歳
条
に

「

始
造
二

四

天
王

寺

於

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
15）

難
波
荒
陵
ご

と

あ

る

よ

う
に

、

飛

鳥
時
代
の

寺
院
は

古
墳
と
一

体
に

な
っ

て

存

在
し

て

い

た

と

考
え
ら

れ

る
。

そ

の

中
で

、

神
聖

な

133　　（343）
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「

柱
」

と

し
て

の

意
味
を
持
っ

て

い

た

の

が
、

塔
の

心

柱
で

あ
る

。

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

m

　
日

本
の

塔
の

主

流
を

占
め

る

木
造
の

仏

塔
は
、

中
心
に
一

本
の

柱
が

貫
か

れ
、

そ

れ
を．
覆
う
よ

う
に

重

層
の

屋
根
が

あ
る

。

イ
ン

ド

蕘
生

し
た

本
来
の

仏
塔
（
ス

ト
・

τ
パ
）

の

忠
部
分
で

あ
る

伏
鉢
な

ど

は

相
輪
の
一

部
と

し

て

あ
る

だ
け

で
・

装
飾
的
な

も
の

に

醐

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　
（
16）

し

か

見
ら

れ

な
い

。

ど
こ

ま
で

日

本
独

自
の

も
の

か

明
ら
か

に

し

得
な
い

が
、

中
国
の

木
造
仏
塔
と

は

形
態
を

異
に

し

て

い

る
。

ま

た
、

飛

鳥
時
代
の

寺
院
伽
藍
の

中
心
に

は

必

ず
仏
塔
が

あ
り

、

回

廊
に

囲
ま

れ

た

内
側
は

仏
の

専
有
空

間
で

、

そ

の

中
に

入

る

こ

と

が

　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　（
17）

出
来
な
か

っ

た

当
時
の

人
々

は
、

中
門
か

ら

仏
塔
を

拝
ん

で

い

た

と

考
え

ら

れ

て
い

る
。

　
仏
教
受
容
の

段
階
で

塔
が

重

要
な

位
置
を

占
め
て

い

た

こ

と

は
、

蘇
我
馬
子
に

よ

る
二

つ

の

寺
院
の

建
立

方
法
か

ら

も

確
認
で

き

る
。

『

日

本
書
紀
』

敏

達
天

皇
十
四

年
（
五

八
五）

二

月
壬

寅
（
十
五

旦

条
に

「

蘇
我
大
臣
馬
子
宿

禰
、

起
二

塔
於

大
野
丘

北
訥

大
会
設

斎
、

即
以
二

達

等
前
所
レ

獲
舎
利
ハ

蔵
二

塔
柱
頭
ご

と

あ
り

、

大
野
の

丘
に

建
て

た

の

は

塔
で

、

し
か

も

司
馬
達

等
が

感

得
し

た

舎
利
を

「

塔
の

柱
の

頭
」

に

納
め

て

い

る
。

ま

さ

に

仏
教
に

よ
る

「

藩
神
の

柱
」

を

建
て

た

こ

と

を
意

味
す
る

の

で

あ
ろ

う
。

そ

れ

故
に

、

同

年
三

月
丙
戌
（
卅
日

）

条
に

「

物
部
弓
削

守
屋
大
連

、

自
詣
二

於

寺一

跪
二

坐

胡
床
ハ

斫
二

倒
其
塔ハ

縦
レ

火

燔
之

、

并
焼
三

仏
像
与
二

仏
殿ハ

既
而

取
二

所
レ

焼
余
仏
像
ハ

令
レ

棄
二

難
波
堀
江
ハ

」

と

あ
る

よ

う
に

、

物

部
守

屋
に

よ

る

廃
仏
が

行
な

わ

れ
た

際、

真
っ

先
に

そ
の

塔
が

切
り

倒
さ

れ
た
と

考
え

ら

れ

る
。

　
法

興
寺
（

飛

鳥
寺
）

の

建
立
で

も
、

『

日

本
書
紀
』

推
古
天

皇
元
年
（
五

九
三
）

正

月
の

条
に

、

　
　〔
卜
五

日）

　
　
丙

辰
、

以
二

仏
舎
利
ハ

置
二

于
法
興
寺
刹
柱
礎
中
ハ

　
　（
卜

六

旦

　
　
丁
巳

、

建
二

刹
柱
ハ

と

あ
る

よ

う
に

、

最
初
に

塔
の

刹
柱
を
建
て

る
こ

と

か

ら

始
め

て

い

る
。

そ

し

て
、

そ

の

塔
心

礎
の

仏

舎
利
埋

納
物
と

し
て

発
掘
さ

れ
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た

翡
翠
の

勾
玉

・

瑪
瑙
の

勾
玉
・

馬

鈴
・

挂
甲
・

馬
具
な
ど

は

後
期
古

墳
の

副
葬
品
と

同
じ

で
、

発
掘
者
を

し

て

「

古
墳
を

掘
っ

て

い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
B）

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う
錯

覚
に

捕
ら
わ

れ

た
」

と

言
わ
し

め

る

ほ
ど

在
来
信
仰
が

投
影
さ

れ
た

も

の

で

あ
っ

た
。

ま

た
、

『

日

本
書

紀
』

天

武
天

皇
六

年
（
六

七

七
）

八

月
乙

巳
（
＋
五

日
）

条
に

「

大

設
二

斎

飛

鳥

寺
《

以
読
二

一

切
経
ハ

便
天
皇
御
二

寺

南

門
ハ

而

礼
二

三

宝
ご

と

あ
る

よ

う
に

、

天

武
天
皇
に

よ

る

行

幸
も

寺
の

南
門
（

中
門
）

ま

で

で
、

一

塔
三

金
堂

形
式
の

伽
藍
で

は

何
よ

り

中
央
に

あ

る

塔
を

拝
ん

だ
と

解
釈
で

き
る

の

で

あ
り

、

塔
が

仏
像
以
上
に

礼
拝
の

対
象
と

し

て

重

視
さ

れ
て

い

た

と

想

像
さ

れ

る
。

　

塔
の

中
央
に

貫

く
よ

う
に

建
て

ら

れ

た

心

柱
に
つ

い

て

は
、

近
年
の

年
輪
年
代
測

定
法
の

成

果
に

よ

り

伐
採
年
代
が

明
ら

か

に

さ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
19）

れ
、

そ

れ

に

基
づ

く

新
見
解
が

提
示

さ

れ

て

い

る
。

法
隆
寺
五

重

塔
の

心

柱
は

五

九
四

年
の

伐
採
で

あ
る

の

に

対
し

、

屋
根
の

材
木
は

六
二

四

〜
六

六
三

年
の

伐
採
で

あ
る

こ

と

か

ら
、

こ

の

心

柱
は

聖

徳
太
子

時
代
の

若
草
伽
藍
に

あ
っ

た

刹
柱
を

転
用
し

た

も

の

で

あ

り
、

当
初
の

仏
塔
は

法

隆
寺
押

出
観
音
菩
薩

像
裏
板
の

線
刻
相
輪
刹
柱
塔
図
に

描
か

れ
て

い

る

よ

う
な

屋
根
と

軸

部
の

な
い

刹
柱
形

式

で

あ
っ

た

と

い

う
。

ま

た
、

さ

ら

に

古
い

五

七
二

年
の

伐
採
と

さ

れ

る

法
起

寺
三

重
塔
の

心
柱
に

は
、

先
端

部
に

舎
利
を

奉
安
し

た

納

入

穴
が

掘
ら

れ

て

お

り
、

最

初
に

仏
舎
利
を

柱
頭
に

安

置
す
る

形
式
で

作
ら
れ
、

後
の

改
造
で

三

重
の

軸
部
を

備
え

る

に

至
っ

た

と

想

定
さ

れ
る

と

い

う
。

つ

ま

り
、

層
塔
に

改
造
し

て

舎
利
の

安
置
場
所
を

刹
柱

下
の

心
礎
へ

変
更
す
る

以

前
の

飛
鳥
時

代
の

初
期

伽
藍
に

お

け
る

塔
は

、

大
野
の

丘

の

刹
柱
の

よ

う
に

舎
利
を

載
せ

た

柱
と

し

て

建
て

ら

れ

た

の

で

あ
り

、

ま
さ

に

神
聖

な
「

柱
」

と

い

う
イ
メ

ー
ジ
で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ
る

。

　

神
聖
な
「

柱
」

は

仏
教
を

受
容
す
る

際
に

も

重

要
な

役
割
を

果
た

し
、

そ

れ

が

宗

教
的
な

シ

ン

ボ
ル

と

し

て

在
来
の

神
信

仰
と

の

媒

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
20）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21）

介
と

な
っ

て

い

た

こ

と

は

明
ら

か

で

あ
ろ

う
。

神
聖
な

「

柱
」

の

重

要

性
は
、

仏
塔
が

伽
藍
の

中
心
か

ら

周

縁
へ

と

移
さ

れ
、

金
堂
と

そ
の

内
部
に

安
置
す

る

仏
像
に

信
仰
の

重

点
が

置
か

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

奈
良
時
代
に

も

継
承
さ

れ

る
。

『

続
日

本
紀
』

天

平
十
六

年
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（
七
四

四）

十
一

月
壬

申
（
十
三

日
）

条
に

、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　

燭

　
　
甲
賀
寺
始
建
二

盧
舍
那
仏
像
体
骨
柱ハ

天
皇

親
臨

、

手

引
二

其

縄
ハ

于
時
種

種
楽
共

作
、

四

大
寺
衆
僧
僉
集

、

襯
施

各
有
レ

差
、

と

萱
聖

武
天

暴
盧
舎
那
大

仏
建
立

を

始
め

る

時
の

裹
な

儀
式
と

し

て
・

体
骨
の

柱

蓮
て

る

の

で

あ
る

が
・

天

暴
臨
席

 

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
22）

し
、

自
ら

綱
を

引
い

た

の

で

あ

り、

「

柱
」

と

し

て

特
別
な

意
味
が

込
め

ら

れ

て

い

た

と

解
釈
す
る

の

が

妥
当
で

あ
ろ

う
。

仏

像
の

体

骨
の

柱
を
建
て

る

よ

う
な

儀
は

他
に

見
出
す
こ

と

が
で

き

ず
、

こ

の

時

代
に

普
遍

的
に

行
な

わ

れ
て

い

た

と

は

考
え

難
い

が
、

「

柱
」

に

神
仏
両
方
の

神
聖

性
を
重
ね

合
わ
せ

る

と
い

う
、

最
も

基
底
的
な

部
分
で

の

神
仏
習

合
現
象
を

認
め

る
こ

と

が

で

き

る
。

　
一

方
、

「

柱
」

祭

祀
の

服
属
儀

礼
的
な

面
は

、

須
弥

山
を

作
る

と
い

う

儀
に

投
影
さ

れ

て

い

た
と

考
え
ら
れ

る
。

『

日

本
書
紀
』

に

お

け

る

最
初
の

記
事
は
、

推

古
天

皇
二

十
年
（
六
一

二
）

是
歳
条
に

、

　
　
自
二

百
済
国
一

有
二

化
来
者
ハ

其
面
身

皆
斑

白
、

若

有
二

白

癩一

者
乎

、

悪
三

其
異
二

於
人
ハ

欲
レ

棄
二

海
中

嶋
ハ

然
其
人
日

、

若
悪
二

臣
之

　
　
斑

皮一

者
、

白
斑

牛
馬

、

不
レ

可
レ

畜
二

於

国
中
ハ

亦
臣
有
二

小
才
ハ

能
構
二

山

岳
之

形
ハ

其

留
レ

臣
而

用、

則
為
レ

国

有
レ

利
、

何

空
之

　
　

棄
二

海
嶋一

耶
、

於

是
、

聴
二

其
辞一

以
不
レ

棄、

仍
令
レ

構
二

須
弥
山

形
及

呉
橋
於
南
庭
ハ

時
人

号
二

其
人
一

日
二

路
子

工
ハ

亦
名
芝

耆

　
　

摩
呂

、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

み
ち

こ

の

た
く

み

　

　

　
　

　
　

　
　

　
し

　
き

　
ま

　
う

と

あ
る
こ

と

で
、

百
済
か

ら

来
た

重
い

皮
膚
病
の

者
（

路

子

工
、

亦
の

名
は

芝
耆

摩
呂
）

に

須

弥
山
と

呉

橋
を

作
ら
せ

た

と

い

う
。

こ

れ
は
一

時
的
な

措

置
と

見
ら

れ

る

が
、

斉

明
天

皇
の

時

代
に

儀
礼
化
し

て

い

く
。

　
『

日

本
書
紀
』

斉
明
天
皇
三

年
（
六
五
七）

七

月
の

条
に

、

　
　
（
三

口）

　
　
己
丑

、

覩
貨
邏

国
男
二

人
女
四

人
、

漂
二

泊
于

筑
紫ハ

言
、

臣
等
初
漂
二

泊
于

海
見
嶋
ハ

乃
以
レ

駅
召

、

　
　 ．

蠱
“

作
須
弥
山

像
於

鵞
寺
西

宜
設

盖
蘭
盆

会

嚢

警
邏
人

輙
難
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『

日

本
書
紀
』

同
五

年
（
六

五

九）

三

月
の

条
に

、

　

　 ．

眺
缸

慕
丘

東

斎
上

、

造
二

須

弥
山

蒲
饗
三

陸
奥

与
越
蝦

裏
旛

蕪
艘
鄲

　
『

日

本
書
紀
』

同
六

年
（
六

六

〇）

五

月
の

条
に

、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
（
中
大

兄
皇
子）

　

　
是
月、

有
司
奉
レ

勅
、

造
二

一

百
高
座

・

一

百
納
袈
裟
ハ

設
二

仁
王

般
若
之

会ハ

又
皇

太
子

初
造
二

漏
剋
ハ

使
二

民
知
ツ

時
、

又
阿
倍
引

　

　
田

臣
、

繝
Ψ

献一一
夷
五

十
余
ハ

又

於
二

石

上

池
辺
ハ

作
二

須

弥
山
ハ

高
如
二

廟
塔ハ

以

饗
二

粛
慎
卅
七

人
ハ

又
、

挙
レ

国
百

姓
、

無
レ

故

　

　
持
レ

兵
、

往
二

還
於
道
訥

矩

罐
酋

難
国

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
と

か

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

え

み

し

　

え
み

し

　

み

し
は

せ

と

い

う
三

例
で

あ
る

が
、

覩
貨
邏

は

東
南
ア

ジ

ア

系
の

民
族

、

蝦

夷
（

夷
）

と

粛
慎
は

北
方
の

蕃
族
と

さ

れ
て

お

り
、

い

ず
れ

も

小

中
華
と

し

て

の

日
本
へ

服

属
し

た

人
々

を

饗
宴
す
る

際
に

「

須
弥

山
」

が

作
ら

れ

た
こ

と

が

わ

か

る
。

辺

境
の

服

属
民
と

古
墳
を
結
び

つ

け
る

儀
礼
は

見
出
せ

な
い

が
、

『

日

本
書
紀
』

敏

達
天
皇
十
年
（
五

八
一
）

二

月

条
に

蝦
夷
が

泊
瀬
川
に

下
り
て

潔
斎
し
、

三

諸
山
に

向
か
っ

て

服
属
を
誓
っ

た

と

あ
る

。

三

諸
山
（

三

輪
山
）

は

大
和
王

権
に

と

っ

て

神
の

山
で

あ
っ

た

か

ら
、

蝦
夷
の

服
属
儀
礼
に

宗

教

的
な

意
義
を

持
た

せ

て
い

た

こ

と

は

明
ら
か

で

あ
る

。

そ

れ

が

斉

明
朝
に

は
、

盂

蘭
盆
会

・

仁
王

会
と

い

う
仏
事
に

合
わ

せ

て

行
な

わ

れ

て

い

る
こ

と

に

特
徴
が

あ
る

。

須
弥
山
は

、

仏
説
に

言
う
世
界
の

中
心
を
な

す
山
で

あ
る
か

ら
、

国

内
的
（

氏
族

的
）

な

服
属
儀
礼

で

用
い

ら

れ

て

い

た

「

柱
」

に

対
し
、

「

外
蕃
」

の

服
属
を

象
徴
さ

せ

る

意
味
で

須
弥

山
が

用
い

ら

れ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　

同
じ

女
帝
の

時
代
で

も
、

大

化
改
新
（

乙

巳
の

変
）

以
前
の

皇

極
天

皇
元

年
（
六

四

二
）

十

月
甲
午
（

＋
二

日）

条
に

は

「

饗
二

蝦
夷
於

朝
ご

と
、

饗

応
の

こ

と

し

か

記
さ

れ

て

い

な
い

。

こ

の

間
に

、

大
宝

薄
葬
令
が

出
さ

れ

て

お

り
、

古
墳
儀
礼
に

代
わ
っ

て

急

速
に

仏

教
儀
礼
が

盛
行
し

て

い

っ

た

こ

と

が

背
景
に

あ
っ

た

と

想
像
さ

れ

る

が
、

須

弥
山
を

作
る

と
い

う

儀
は

後
代
に

継
承
さ

れ
た

形

跡
が

な

く
、

極
め

て

短
い

期
間
で

消

滅
し

た

よ

う
で

あ
る

。

そ

の

理
由
は

不
明
だ

が
、

も

し

も

本
格
的
な

仏
教
経
典
（

思

想）

に

基
づ

く

儀
礼
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が

取
り

入
れ
ら
れ

、

日
本
で

成
立

し
た

独
善
的
な

儀
礼
が

で

き

な
く

な
っ

た

た

め

だ

と

す
れ

ば
、

そ

こ

に

仏
教
を

受
容
す
る

意
識
の

変

化
を
垣

間
見
る

こ

と

が

で

き

る
。

　
古
墳
に

お

け

る

「

柱
」

祭

祀
の

変
形
と

し

て

辺
境
の

服
属
民
へ

の

饗
応
に

際
し

て

須

弥
山
を

作
る

儀
が
な

さ

れ

た

と

す
れ

ば
、

そ
こ

に

は

仏

塔
の

心

柱
と

同
様

、

微
妙
な

使
い

分
け
の

も
と

に

「

柱
」

を

核
と

す
る

神
仏
混

淆
（

仏
教
の

在

来
信
仰
へ

の

同

化
）

が

な

さ

れ

て

い

た

と
い

え
る

。

そ

れ

と

同
時
に

、

以
後
の

本
格
的
な

仏
教
受

容
へ

と

移
行
す
る

過

程
で

、

神
と

仏
の

違
い

が

微
妙
に

意
識
さ

れ

出

し

た

こ

と

を
示
す
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

当
初

、

蕃

神
の

降
臨
を

示

す
た
め

に

建
て

ら

れ

た

「

柱
」

は
、

塔
の

内
部
に

あ
っ

て

外
に

曝
さ

れ

な

く
な
っ

た

が
、

寺
院
伽
藍
の

中
核
を

占
め

、

永
遠
に

備
え

付
け
ら
れ

る
こ

と

と

な
っ

た
。

さ

ら
に

寺
院
に

は

仏
像
が

安

置
さ

れ
、

仏

教
専
用
の

儀
礼
の

場
が

確
保
さ

れ
、

そ

こ

に

専
門
の

宗
教

家
で

あ
る

僧
侶
が

異

国
の

姿
で

常
住
す

る

と
い

う
、

明
ら

か

に

従
来

に

は

な
い

異
質
な
空

間
が

出
来
上

が
っ

て
い

っ

た

の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

柱
」

の

イ
メ

ー

ジ

を
重

ね

な

が

ら

受
容
さ

れ

た

仏

教
で

は

あ
っ

た

が
、

本

格
的
な

国

家
仏
教
へ

と

展
開
す
る

中
で

混
淆
の

要

素
が

徐
々

に

払
拭
さ

れ
、

神
道
（

神
祗）

と

区
別
さ

れ

て

い

く
の

で

あ

る
。

　
次
に
、

視
点
を

再
び

神
の

側
に

戻
し
て
、

「

柱
」

の

変
遷
を

探
っ

て

い

き

た

い
。

四

　
律
令
国
家
の

神
祗
制
度
と

「

柱
」

の

抽
象
化

　

大
化

改
新

後
に

中
国
に

倣
っ

た

律
令
国
家
の

建
設
が

進
め

ら

れ
、

壬

申
の

乱
（

六

七
二
）

に

勝
利
し

た

天

武
天
皇
に

続
く

持

統
天

皇

の

時
代
に

飛
鳥

浄
御
原

令
が

制
定
さ

れ
、

文

武
天
皇
の

時
代
に

大
宝

律
令
が

制
定
さ
れ
て

完
成
の

域
に

達
す

る
。

こ

の

間
、

天
皇

制
が

確
立
さ

れ
、

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

儀
礼
が

整

備
さ

れ

て

い

っ

た
こ

と

は
、

藤
原

京
の

造

営
な

ど
、

宮
城
の

歴

史
か

ら

も

明
ら

か

で

あ
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（
23）

る
。

そ
し
て

、

中
国
の

「

祠
令
」

に

倣
い

な
が

ら
、

日

本
独
自
の

神
祗
体
系
が

「

神
祗

令
」

で

完
成
す
る

。

服
属
儀
礼
的
な

要
素
を

も

取
り
込
ん

だ

国

家
的
「

柱
」

祭
祀
は

古
墳

時
代
の

終
焉
と

共
に

姿
を

消
し

、

「

柱
」

も
旦ハ

体
的
に

建
て

ら

れ
な

く
な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

が
、

そ
れ

に

代
わ
っ

て

律
令
祭

祀
の

中
で

は
、

抽
象

的
・

概
念
的
な

「

柱
」

が

現
わ
れ

て

く

る

の

で

あ
る

。

　
「

神
祗
令
」

に

孟

夏
（

四

月）

と

孟

秋
（

七

月）

に

祭
る

と

規
定
さ

れ

て

い

る

広
瀬
の

大
忌
祭
と

龍
田

の

風
神
祭
は

、

『

日

本
書
紀
』

天

武
天
皇
四

年
（
六
七

五）

四

月
癸

未
（
十
日）

条
を

初
見
と

し

て

い

る
こ

と

か

ら
、

天

武
朝
に

始
ま
っ

た

と

考
え

ら

れ
る

。

そ

の

う
ち

風

神
祭
の

祭

神
に

つ

い

て
、

祝
詞
「

龍
田

風

神
祭
」

（
『
延
喜
式
』

祝
詞

式）

に

よ

れ

ば
、

天

皇
の

夢
（

誓
盟
V

に

「

我

御
名
者

、

天
乃

御
柱
乃

命
・

国
乃

御
柱
乃

命
止、

」

と

神
が

自
ら
の

名
を

明
か

し

た

と

あ
る

。

こ

れ

は

記
紀

神
話
に

登
場
し

な
い

新
し
い

神
の

名
前
で

あ

り
、

天

武
朝
に

「

柱
」

を

象
徴
す
る

神
が

出
現
し

た
こ

と

を
意

味
す
る

。

　

伊
勢
神
宮
に

あ
る

「

心
御
柱
（

忌

柱）
」

も

ま
た

象
徴
的
な

「

柱
」

で

あ
る

。

神
聖
な

柱
と

さ

れ

る

が
、

床
下
に

あ
り

、

建
築
構
造

上

は

全

く
意
味
を
な

さ

な
い

か

ら

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

柱
が
い

つ

か

ら

存

在
す

る

か

は

確
定
で

き

な
い

が
、

伊

勢
神
宮
の

遷
宮
制
が

持
統
朝
か

ら

始
ま

る

と

の

通

説
に

従
え
ば

、

そ

の

原
形
は

天
武
朝
に

形
成
さ

れ
た

と

考
え
る

の

が

妥
当
で

あ
ろ

う
。

　

日

本
独
自
の

神
の

助
数
詞
に

「

柱
」

が

あ
る

。

こ

れ

は

中
国
の

文
献
に

見
ら
れ

な
い

用

法
で

、

日

本
で

考
案
さ

れ

た

と

考
え

ら

れ
、

『

古
事
記
』

に

は

あ
っ

て

『

日

本
書
紀
』

に

使
用
さ

れ

て

い

な
い

こ

と

か

ら
、

記
紀
神
話

形
成
期
の

神
観
念
な
い

し

は

祭

祀
形
態
が

反

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
24∀

映
さ

れ

た
こ

と
は

明
ら
か

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

日

本
独
自
の

漢

字
使
用
が

創

始
さ

れ
た

時
期
は
、

神
代
を
も

含
む

国
史
の

選
修
が

な

さ

れ

た

天
武
朝
以
降
と

見
な

さ

れ
、

そ

の

前
提
と

し

て

「

柱
」

の

抽
象
化
が

な
さ

れ

て

い

た

と

想
定
で

き

る
。

あ
る

い

は

同
時
代
に

形

成
さ

れ

た

祭
で

読
ま
れ

る

祝
詞
の

「

宮
柱
太
敷
立
」

と
い

う

常
套

句
も

、

同
じ

精
神
の

も

と

に

成
立
し
た

の

か

も

知
れ

な
い

。

　
「

柱
」

祭

祀
の

神
聖

（

祭
祀

的）

な

面
の

伝
統
は

、

現
在
で

も

神
籬
祭

祀
や

、

諏

訪
大

社
の

御
柱
祭、

あ
る
い

は

正

月
の

松
飾
な

ど

139 （349）
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に

継
承
さ

れ

て

い

る

が
、

そ

れ

は

習

俗
化
さ

れ

た

残

存
で

あ
る

。

そ

れ

に

対
し

て

国
家
的
な

儀
礼
は

中

断
し

、

そ

れ

故
に

天
武
朝
の

時

点
で

の

「

柱
」

の

抽
象
化
が

可
能
に

な
っ

た

と
い

え
る

。

　
で

は
、

国
家
的
「

柱
」

祭
祀
が

持
っ

て

い

た

服
属
儀
礼
的
な

面
は

ど

の

よ
う

に

展
開
し

た

の

だ

ろ

う
か

。

こ

こ

で

注

目
し

た
い

の

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
（
25）

は
、

同
じ
く
天

武
朝
に

成
立
し

た

と

考
え
ら

れ

る

大

祓
で

あ
る

。

　
「

神
祗
令
」

に

は

六

月
・

十
二

月
の

定
例
大

祓
と

臨
時
大

祓
が

規
定
さ

れ

て

い

る

が
、

『

日

本
書
紀
』

に

お

け

る

初

見
は

天
武
天
皇
五

年
八

月
辛
亥
（
＋
六

日）

条
で

あ
る

。

　
　（
卜
六

日）

　
　

辛
亥

、

詔
日

、

四

方
為
ご

大

解
除
ハ

用
物
則
国

別
国
造

輸
、

祓
柱、

馬
一

匹
・

布
一

常
、

以

外

郡
司、

各
刀
一

口
・

鹿
皮
一

張
・

　
　

钁
一

口
・

刀
子
一

口
・

鎌
一

口
・

矢
一

具
・

稲
一

束
、

且

毎
レ

戸
、

麻
一

条
、

と

あ

る

よ

う
に

、

こ

の

時
、

国
造

・

郡
司

、

さ

ら
に

戸
ご
と

に

「

祓
柱
」

と

し

て

の

馬
な
ど
を

輸
さ

せ

た
。

こ

れ

は
、

同
十
年
七

月
丁

酉
（

卅

旦

条
に

も
、

　
　
（
卅

日）

　
　

丁
酉

、

令
天
下

、

悉

大
解
除

、

当
二

此
時
ハ

国
造

等
各
出
二

祓
柱
奴
婢
一

ロ
バ

而

解
除
焉

、

と

あ
り

、

国
造
ら
が

各
々

「

祓
柱
」

と

し

て

の

奴
婢
一

口

を

出
し

た

こ

と

と

も

対
応
す
る

。

毎
回
そ
の

品
が

異
な

る

と
い

う
こ

と

は
、

そ

れ

ら

が

単
な

る

物
品
貢
納
以
上
の

も

の

で

は

な

か

っ

た

こ

と

を

示
し

て

い

る
。

そ
し

て
、

「

用

物
」

と

し

て

「

国
別
の

国
造
」

以

下

に

提
出
さ

せ

た

「

ハ

ラ

ヘ

ツ
モ

ノ
」

を

「

祓
柱
」

と

表
記
し

、

「

柱
」

の

字
を
使

用
し

て

い

る

点
に

注
目
し

た
い

。

　
祓
は

、

後
の

時
代
に

お

い

て

も
（

国
家
が

宗
教

的
な

罪
な
ど
に

対
し

て
）

科
す

も

の

で

あ
っ

た

か

ら
、

天

武
朝
の

大
解
除
（

大

祓
）

に

お

け
る

「

ハ

ラ
エ

ツ

モ

ノ
」

に

も
、

諸
国
の

有
力
氏
族
に

科
す
と
い

う
意

味
が

あ
っ

た

と

思
わ
れ
る

。

こ

れ

を

推
古
朝
の

桧
隈
陵
で

の

「

柱
」

祭
祀
と

対
比
し

て

み

れ
ば

、

天

皇
の

父

母
の

古
墳
で

柱
を

建
て

さ
せ

る

儀

礼
に

よ
っ

て

諸

氏
族
の

服

属
の

証
と

し

て

い

た

こ
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仏教受容 と神祗 信仰 の 形成

と

が
、

「

祓
柱
」

の

貢
献
と

い

う

物
質
的
貢
納
制
度
に

取
っ

て

替
え

ら
れ

た
と

解
釈
で

き

る
。

神
聖

（

祭

祀
的
）

な

面
と

同

様
に

、

服

属
儀
礼
的
な

面
で

も

「

柱
」

が

抽

象
化
さ

れ
、

「

祓
柱
」

と

い

う

表
記
に

遺

制
を

止
め

た

の

で

あ
る

。

　
大
祓
は

天

武
朝
に

成
立
し

た

儀
礼
で

あ
る

が
、

中
国
の

道
教
の

影

響
を

受
け
て
い

た

と

想

像
さ

れ

る
し

、

祝
詞
（

大

祓
詞
）

に

記
紀

神
話
と

共
通
す
る

言

辞
が

あ

り、

『

古
事
記
』

で

は

神
功
皇

后
の

段
で

起

源
説

話
的
に

登

場
す
る

よ

う
に
、

当

初
か

ら

伝
統
を

装
っ

て

擬
古
的
に

創
始
さ

れ
た

可
能
性
が

高
い

。

こ

れ

は

他
の

律
令
祭
祀
を

考
え

る

上
で

も

重
要
で

あ

る
。

五

　
古
墳
祭
祀
か

ら

律
令
祭
祀
へ

　
こ

れ

ま

で

『

日
本

書
紀
』

推
古
天

皇
二

十
八

年
十
月
条
か

ら
想

定
さ

れ

た

古
墳

時
代
の

国
家
的
「

柱
」

祭
祀
に

神
聖
（

祭

祀
的
）

な

面
と

服
属
儀
礼
的
な

面
が

あ
る

こ

と

を

指
摘
し
、

そ
の

両
面
の

展

開
を

仏
教
・

神

祗
そ

れ
ぞ
れ

の

側
か

ら

考
察
し

て

き

た
。

そ

し

て
、

古
墳
の

儀
が

消
滅
し

、

天
武
朝
に

は

神
聖
（

祭
祀
的
）

な

面
が

新
た

な

祭
神
名
・

伊
勢
神

宮
の

心
御
柱

・

神
の

助

数
詞
な

ど
へ

と

変
化

し
、

服
属
儀
礼
的
な

面
が

大
祓
へ

と

移
行
し

た
こ

と

を

明
ら

か

に

し

た
。

両
方
の

面
で

実

際
に

建
て

ら
れ
る

具
体
的
な

柱
か

ら

不
可
視

的
な

「

柱
」

へ

と

変

質
し

た

わ
け
で

あ
る

が
、

こ

の

よ

う
な

抽
象
化
は

儀
礼
の

断

絶
が

な

け
れ

ば

起
こ

り

得
な
い

。

そ

し

て
、

こ

の

断

絶
の

時
期
は

、

「

柱
」

を

媒
介
に

し

た

神
仏
混

淆
が

な

さ

れ
た

仏
教
受
容
の

初
期
段
階
に

あ
た

る
。

つ

ま

り
、

「

柱
」

祭

祀
に

代
わ
り

、

神
観
念
と

服
属
儀
礼
を

象
徴
す
る

抽
象
的
な

「

柱
」

が

登

場
す
る

ま
で

の

閲
に

、

仏
塔
の

造
立
が

開
始
さ

れ
、

須

弥
山
を

作
っ

て

蕃
族

を

饗
す
る

仏

鰲
礼
が

行
な

わ
れ

た

の

で

あ
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

倒

　
こ

の

よ

う
に

「

柱
」

祭
祀
を
想

定
し

て

そ

の

変
遷
を

考
え

る
と

、

古
墳
祭
祀
が

衰
退

・

断
絶
し

、

仏
教
儀
礼
へ

の
一

時
的
な

移
行
を

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

m

経
て

、

宮
城
で

行
な
わ

れ

る

律
令
祭
祀
に

展
開
す
る

と
い

う

構
図
が

浮
か

び

上
が
っ

て

く
る

。

こ

れ
は
「

柱
」

の

み

な

ら

ず
、

国
家
的

N 工工
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宗

教
儀
礼
全

体
に

当
て

は

ま

る
。

そ

の

様
相
を

『

日

本
書
紀
』

に

従
っ

て

概

観
し
、

そ

の

過

程
で

形

成
さ

れ

る

神
道
（

神
祗
信
仰
）

の

　
　

　

　
　

　

　
　

〔
26）

性
格
を

考
察
し
て

み

た

い
。

　
六

世
紀
頃
の

天
皇
の

陵
墓
に

関
す
る

記
事
を
見
て

先
ず
気
づ

く
こ

と

は
、

合
葬
の

例
が

非
常
に

多
い

こ

と

で

あ
る

。

安
閑
天
皇
の

陵

に

そ

の

妃
と

妹
を

合
葬
し

た
こ

と

に

始
ま

り
、

宣

化
天
皇

、

欽

明
天

皇
な

ど

こ

の

時
期
の

ほ

と

ん

ど
の

天
皇

陵
に

皇
后
・

子
、

孫
な
ど

が

合
葬
さ

れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

家
族
墓
的
性
格
を

持
っ

た

多
葬
墳
の

存

在
は

考
古
学
的
に

も
裏

付
け
ら

れ

る

が
、

推
古
天
皇

・

斉

明
天

皇
な
ど
に

な
る

と

生
前
に

息
子
や

孫
の

墓
へ

の

合
葬
を

希
望
す

る

に

至

る
。

合
葬
は

、

天

皇
の

古

墳
が

天

皇
の

霊
を

収
め

る

専
有

空

間
で

な
く
な

り
、

王

権
の

象
徴
と

し

て

の

意
義
を

喪
失
し

た

こ

と

を

示
す

。

実
際

、

こ

の

頃
か

ら
天

皇
陵
の

墳
丘
は

小
型

化
し

、

石

室

内
に

重
点
が
お

か

れ

る

よ

う
に

な
る

だ

け
で

な

く
、

「

前
方

後
円
」

と

い

う

形

態
も

取
ら

な

く
な

る
。

天

皇
と

し
て

は

欽
明
天

皇
が

前
方
後
円
墳
に

葬
ら

れ

た

最
後
で

あ
る

。

元
来

、

こ

の

独
特
の

形
態
そ

の

も
の

に

何
ら
か

の

宗
教
的
意

味
が

あ
っ

た

の

な
ら

ば
、

こ

の

変
化
は

古
墳
か

ら

祭
儀
が

分
離
し

た

こ

と

を

意
味
し

、

単
な
る

墓
と

し

て

し

か

意

識
さ

れ

な
く

な
っ

た

こ

と

を

物
語
っ

て
い

る
。

そ
れ

は
、

欽
明
天

皇
の

子
の

代
に

お

け
る

葬
儀
に

顕

著
で

あ
る

。

敏
達
天

皇
の

場

合
、

次
の

用

明
天

皇
の

時
代
に

は

葬
ら
れ

ず、

崇
峻
天

皇

の

四

年
に

な
っ

て

や
っ

と

母
石

姫
の

陵
に

合
葬
さ

れ

た

の

で

あ
り

、

天

皇
の

た

め

の

古
墳
が

造
ら

れ
た

形
跡
す

ら

な
い

。

次
の

崇
峻

天

皇
に

至
っ

て

は

翌
年
暗
殺
さ

れ
、

殯
も

な

く
そ
の

日
の

う
ち
に

葬
ら

れ

た
。

　
こ

の

時
代
に

は

伝
統
的
な

陵
墓
観

・

葬
送
観
が

崩
れ

た

だ

け
で

な
く
、

天
皇
の

行
な

う

宗
教
儀
礼
も

乱
れ

、

か

つ

権

威
を

失
っ

て
い

く

方
向
に

あ
っ

た
。

こ

の

頃
の

新
嘗
が

国
家
的
な

儀
礼
で

あ
っ

た

か

は

検
討
す

る

余
地
が

あ
る

が
、

用

明
天

皇
が

四
月
に

行
な
っ

た

新

嘗
の

日
に

仏

法
へ

帰
依
し

た
い

旨
を
述
べ

た

り
、

舒
明
天
皇
の

新
嘗
が
一

月
に

行
な

わ
れ

た

り
、

皇

極
天
皇
の

新
嘗
の

時
に

は

皇
子
や

大
臣

蘇
我
蝦
夷
ら
も

同
日
に

新
嘗
を

行
な
っ

た

り
し
て

い

る
。

蘇
我
氏
に

よ
っ

て

も

大
々

的
に

営
ま
れ
る

よ

う
に

な
っ

た

新
嘗
な

ど

の
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伝
統
的
な

行
事
は

、

大
化

改
新
（

六
四
五
）

よ

り

国

際
社
会
に

通
用
す

る

新
国
家

建
設
を

目

指
す

新
政

府
に

と
っ

て
、

積
極
的
に

推

進

で

き

な
い

も
の

、

あ
る
い

は

忌

諱
さ

れ

る
べ

き
も
の

に

映
っ

た
と

考
え
ら
れ

る
。

実

際
、

孝
徳

・

斉
明
・

天

智
朝
に

新
嘗
が

行
な
わ
れ

た

形
跡
は

な
い

。

こ

こ

に

古

墳
時
代
か

ら

の

儀
礼
の

断
絶
が

認
め

ら

れ

る

の

で

あ
る

。

ま
た

、

身
分
に

よ
っ

て

墓
・

葬
の

規
模
を

定

め
、

王

以

下
の

殯
や
殉

死
を

禁
じ

た

大

化
薄
葬
令
が

出
さ

れ
、

宮
城
造

営
の

た

め

に

墳
墓
が

壊
さ

れ
た
の

も

こ

の

時

代
で

あ
る

。

　
こ

れ
ら
の

儀
礼
に

代
っ

て

導
入
さ

れ

た

の

が
、

こ

の

時

期
急

激
に

盛
ん

に

な
っ

て

き

た

仏
教
で

あ
る

。

そ

れ
は

「

尊
二

仏
法一

軽
二

神

道
ご

と
い

う
孝
徳
天

皇
の

人
と
な

り
に

よ
っ

た

部
分
も
あ
っ

た

ろ

う

が
、

当
時
の

国

際
情
勢
も

大
き

く

作
用
し

た

と

考
え
ら
れ

る
。

最
も

象
徴

的
な
こ

と

は
、

「

大
化
」

と
い

う
（

国
に

と
っ

て
）

最
初
の

年
号
を

定
め

る

に

先
立
っ

て
、

群
臣
を

召
し

て

誓
い

を
た

て

さ

せ

た

場
所
が

「

大
槻
の

樹
の

下
」

す
な

わ

ち

法
興

寺
の

西
で

あ
っ

た
こ

と

で

あ
る

（

孝

徳
天
皇

即

位
前
紀
）

。

先

述
し

た

斉
明
天

皇
三

年
の

孟

蘭
盆

会
と

須
弥

山
を

作
る

儀
も
そ
こ

で

行
な
わ

れ

た
。

　
孝
徳
天
皇
が

白
雉
三

年
（

六

五
二
）

に

完
成
し

た

難
波
長

柄
豊

碕
宮
と

考
え

ら
れ

る

前
期

難
波
宮
か

ら
は

、

仏

殿
と

思
わ

れ
る

八

角

形
の

建
物
が

東
西
に
一

棟
ず
つ

確
認
さ

れ

て

い

る
。

そ

れ
は

天

智
天

皇
の

近
江

大
津
宮
に

も

受
け

継
が
れ

、

『

日

本
書
紀
』

天

智
天

皇

十
年
（

六
七
一
）

十
一

月
丙
辰
（

廿
三

口）

条
に

は
、

天
皇
の

死
を

目

前
に

し

た

不
安
な

状
況
の

中
で
、

大
友
皇
子
と

重

臣
た

ち

が

「

内

裏
西
殿
織

仏
像
前
」

で

手
に

香
爐
を

執
っ

て

「

四

天
王
」

「

天

神
地
祗
」

「

三

十
三

天
」

に

誓
盟
し

た
と

あ
る

。

大
化
以

降、

仏
教
に

よ

っ

て

国
家

的
宗
教
儀
礼
が

急

速
に

再

編
さ

れ

た

こ

と
を

物
語
っ

て

い

る
。

　
と
こ

ろ

が

天

武
天

皇
に

よ
っ

て

過
去
の

宗
教
的
権
威
が

復
活
す
る
こ

と

に

な
る

。

壬

申
の

乱
（
六

七
二
）

の

時
、

吉
野
に

て

反
旗
を

翻
し

た

天

武
天
皇
は

、

二

日

後
に

「

天
照

太
神
」

を

拝
し

、

合
戦
中
に

神
託
を

受
け
て

神
武
天

皇
陵
を

祭
っ

て

い

る
。

ま

た

新
嘗
も

即

位
後
に

「

大
嘗
」

と

い

う
名
で

復
活
さ
せ

る

し
、

先
述
の

古
墳
祭

祀
の

流
れ

を

汲
む

服
属
儀
礼
で

あ
る

大
祓
の

儀
も

創
始
し

て

い

る
。
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ま
た

天
皇
の

母
で

あ
る

斉
明
天
皇
の

陵
を

拝
し

て

い

る

が
（
同
八

年
三

月
丁

亥
条）

、

そ

れ

は

中
国
の

宗
廟
と

も

共
通
す
る

祖
先
の

廟
所
に

対
す

る

礼
拝
で

あ
り

、

後
の

荷
前
奉

幣
制
度
に

通
じ
る

も
の

で

は

あ
っ

て

も
、

古
墳

儀
礼
の

復
元
で
は

な
い

。

　
よ

り

重
要
な

点
は

、

天

武
朝
に

お

け

る

諸
皇
子

た
ち

の

盟

約
の

仕
方
と

国

家
的
宗
教

儀
礼
の

場
で

あ
る

。

天

武
天
皇
八

年
（
六

七
九
）

五

月
乙

酉
（
六

日
）

に

吉

野
で

皇
后
（

後
の

持
統
天

皇
）

と

草
壁
ら

六

皇
子

に

盟

約
の

儀
を

行
な

わ

せ

る

が
、

そ
こ

に

仏
教

的
な

要
素

が
一

切
な
い

ば
か

り
か

、

草
壁
皇
子

に

よ

る

盟

誓
の

詞
に

は

「

天

神
地
祗
及
天

皇
証
」

と

し

て

「

天
皇
」

の

語
が

加
え

ら

れ
て
い

る
。

ま

た

飛
鳥
浄

御
原

宮
に

還
っ

て

か

ら
の

儀
式
で

も
、

乙

丑
（
十

旦

条
に

「

六

皇

子
共

拝
二

天

皇
於

大
殿

前
ご

と

あ
る

よ

う
に

、

大
殿

の

前
で

天
皇
が

礼
拝
の

対
象
に

な
っ

て
い

る
。

こ

れ

は

藤
原

京
で

初
め

て

大

極
殿
が

出
現
す
る

こ

と
と

も

関
連
す

る

で

あ
ろ

う
。

　
天

武
天
皇
は

天
文

・

遁

甲
の

術
に

長
じ

て

戦
乱
を

勝
利
に

導
い

た

と

さ

れ
、

自
身
も

神
と

し

て

崇
め

ら

れ

る

存

在
に

な
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

天
皇

号
の

成
立

時
期
に

つ

い

て

は

慎
重
を

期
さ

な

け
れ
ば
い

け

な
い

が
、

天

武
天

皇
の

時
代
に

天

皇
を

神
と

す

る

思
想
が

昂
揚

し
た

こ

と

は
、

『

万
葉
集
』

の

「

大
君
は

神
に

し

ま

せ

ば
」

と

い

う

定
型

句
が

天

武
・

持
統
そ
し

て

そ

の

皇

子
た

ち

に

し

か

使
わ

れ

て

い

な
い

こ

と
、

記
紀

神
話
が

形
成
さ

れ

た

こ

と

な

ど

か

ら
も

明
ら

か

で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

時
代
に

律
令
が

編
纂
さ

れ
、

国

家
的
祭
祀

も

規
定
さ

れ

る
こ

と

に

な

る
。

そ

れ

ら

の

主
要
な

儀
の

多
く
は

、

大
祓
も

含
め

て

宮
城
で

行
な

わ
れ

る

も

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

そ

の

律
令
祭
祀
の

体
系
も

、

祭
場
と

な
る

宮
城
も

、

律
令
国
家
建

設
の
一

環
と

し

て
、

中
国
に

倣
っ

て

整

備
・

建
設
さ

れ

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

日
本

古
代
宗
教
史
を

概
観
す
る

と
、

古
墳
祭

祀
か

ら

律

令
祭

祀
へ

の

展
開
が

明
ら
か
に

な

る
。

す
な
わ

ち
、

古
墳
時
代

か

ら

の

祭
祀
儀
礼
が

継
続
さ

れ
て

律
令
祭
祀
が

形
成
さ

れ
た

の

で

は

な

く
、

一

時

的
に

仏
教
儀
礼
へ

の

移
行
が

あ
っ

た

の

で

あ
り

、

国

家

的
宗
教
儀
礼
の

場
に

つ

い

て

も
古

墳
か

ら
仏

教
施
設
を

経
て

宮
城
に

移
っ

た

の

で

あ
る

。

換
言
す
れ

ば
、

神
祗

儀
礼
は

仏

教
と

の

混

淆
と
い

う
洗

礼
を
受
け

、

そ
こ

か

ら

国
家
的
な

自
覚
の

も
と

に

創
造
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

そ

う
で

あ
る
か

ら
、

神
祗
は

形
成
当

初
か

ら

（354） 144

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

仏教受容 と神祗信仰 の 形成

仏

教
を

強
く

意
識
し
、

仏
教
か

ら

の

独

自
性
を

主

張
し

て
い

た

と

い

え

る
。

そ

し

て
、

そ
の

創
造
に

最
も

深

く

携
わ
っ

た

天

武
天

皇

が
、

即
位

前
に

天
智
天

皇
の

許

可
を

得
て

近

江
大
津

宮
の

「

内
裏

仏
殿
」

で

剃

髪
し

「

沙
門
」

に

な
っ

た

と
い

う
記

事
を
重

視
す
る

な

ら
ば
（

百
本
書
紀
』

天

智
天

皇
＋
年
＋

月
庚
辰
条）

、

神
祗
の

独
自
性
は

、

仏
教
に

対
す
る

理

解
が

あ
っ

て

こ

そ

成
立
し

た

と

考
え
ら

れ
る

。

　

仏
教
を

受
容
し

た

後
で

、

そ
れ
に

対
す
る

優
越
性
を

与
え

る

形
で

神
祗
が

形

成
さ

れ

た

と

す

る

な

ら

ば
、

仏
教
は

王

権
そ

の

も

の

を

規

定
す
る

根

幹
部
分
か

ら

排
除
さ
れ

、

一

定
の

距
離
を

維
持
す
る

形
で

本
格
的
な

受
容
が

な

さ

れ

た

の

で

あ

り
、

こ

れ
が

日

本
の

宗
教

を

規
定
し

た
と

い

え

よ

う
。

仏
教
は

宗
教
的
な

次
元
で

絶
対
的
な
支

持
を

得
た

が
、

別
の

次
元
で

国
家

儀
礼
と

し

て

の

神
祗
祭
祀
の

純

粋
性
と

優
越

性
が

確
保
さ

れ
、

両
者
の

融
合
が

防
止
さ

れ

る

機
能
が

生
み

出
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

教
義
や

教
団
と

い

う
宗
教

的
な

次
元
で

測
る

こ

と

の

で

き
な
い
、

仏
教
を

信
仰
し

な

が

ら

も

神
の

優
位
性
を

認
め

よ

う
と

す
る

精

神
構
造
（

信
仰

構
造
）

の

成
立

で

あ

り、

『

日

本
書
紀
』

で

「

神
道
」

と
い

う
語
が

仏
教
と

対
比
し

て

使
わ
れ

て
い

る
こ

と
、

『

古
事
記
』

に

仏
教
色
が

な

い

こ

と
、

神

祗

官
と
い

う
太

政
官
か

ら

独
立
し
た

祭
祀
専

門
の

官
庁
が

設
置
さ

れ

た
こ

と

な

ど

と

も

深
く

関
連
す
る

と

考
え
ら

れ

る
。

奈
良
時
代
以

降
、

神
仏

習
合
が

本
格
的
に

展

開
す
る

よ

う
に

な
っ

て

も
、

両
者
が

完
全
に

融
合
す
る

の

で

は

な

く、

神
祗
（

神
道
）

の

独
自
性
が

維

持
さ

れ
る

。

こ

れ

を
日

本
的
な
シ

ン

ク
レ

テ
ィ

ズ
ム

の

形
態
と

す
る

な
ら

ば
、

そ

の

源
流
を
こ

こ

に

見

出
す
こ

と

が

で
き

る
。

お

わ

り
に

　
日

本
に

お

け

る

神
祗
（

神
道
）

と

仏
教
の

関
係
は

、

習
合
と

隔
離
（

分
離）

と

い

う

単
純
な

図
式
で

は

捉
え

き

れ
な
い

。

む

し

ろ

相

反

す
る

作
用
が

併
存
す

る

こ

と

に

最
大
の

特
色
が

あ
る

。

本
稿
で

は
、

そ

の

よ

う
な

意
識
（

精
神
作
用
）

の

源
を

探
る
べ

く
、

従
来
の

研
究
に

は

な
か

っ

た

方

法
に

よ

り

祭

祀
形

態
の

復
元
を

試
み

、

仏
教

伝
来
以

前
か

ら

律
令
祭
祀
の

形

成
ま

で

の

関

係
記

事
を

分

析
し
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た
。

こ

れ

に

よ
っ

て

最
初
期
の

仏
教
受
容
が

古
墳
時
代
の

委

託
祭
祀
や

「

柱
」

祭
祀
の

方
式
で

な

さ

れ
、

神
仏
混
淆
を
招
い

た
こ

と
、

そ
こ

か

ら

仏
教
に

対
す

る

理

解
が

進
み

、

仏
教
か

ら

自
立
す

る

神
祗
が
生
ま

れ

て

き

た
こ

と

を

指
摘
で

き
た

。

神
祗
（

神
道
）

は
、

創

造
期
に

お
い

て

国
家
建

設
の

営
み
と
一

体
化
し
て

い

た

だ

け

で

な
く

、

後
の

歴
史
で

も

「

日
本
」

そ

の

も
の

を

規
定
す
る

精
神
と

深
く

結
び

つ

い

て

い

た
の

で

あ
り

、

そ

れ
が

明
治
の

神
仏
分

離
に

展
開
す

る

と
い

う

見
通
し

を

持
つ

こ

と

が

で

き

る

で

あ
ろ

う
。

　

統
一

さ

れ

た

視
点
で

古
墳
時

代
か

ら

律
令
形
成
期
ま

で

の

宗
教
現

象
の

変
化
を

追
っ

た

こ

と

で
、

文
字
（

思
想）

化
さ

れ

る

前
段

階

の

意
識

構
造
を

考
察
す

る

糸
口

が

得
ら

れ
た

と

思

う
。

し

か

し

な
が

ら
、

残
さ

れ
た

課
題
も

多
い

。

神
祗
（

神
道）

は

以

後
も

仏
教
を

容
認
し
な

が

ら
、

そ

れ

と

対
置
す
る
こ

と

で

変
質
・

発
展
し

て

い

く
の

で

あ
る

が
、

そ

の

中
で

進

展
す
る

神
仏
習
合
に

つ

い

て

は

言
及

で

き

な
か
っ

た
。

ま

た
、

同
じ

外
来
宗
教
（

思

想
・

儀
礼
）

で

も
、

教
義
的

・

組
織
的
な

仏
教
が

明
確
に

異
質
な

宗
教
と

見
な

さ

れ

た

の

に

対
し

、

中
国
の

国
家
儀
礼
や

道
教
的
な

習
俗
に

つ

い

て

は
、

神

祗
（

神
道
）

そ

の

も

の

の

基

盤
に

な

る

ほ
ど

の

親
近

感
を
持
っ

て

　
　

　

　
　

　
（
27）

取
り
入
れ

ら

れ

た
。

こ

れ

か

ら
の

研
究
は

、

外
来
宗
教
が

そ

の

よ
う
な

複
雑
な
意

識
の

基

で

継

続
的
か

つ

重

層
的
に

受

容
さ

れ
、

そ

れ

に

よ
っ

て

在
来

信
仰
が

変
質
し
て

い

っ

た

様
相
を

時
代
ご

と

に

検
証
し

、

日
本

宗
教
史
全
体
を

視
野
に

入
れ

て
、

神
仏

習
合
の

精
神
史

を

解
明
し

て

い

く
必

要
が

あ
る

だ
ろ

う
。

註
（

1
）
　

辻
善
之
助
『

日

本
仏
教
史
』

第
一

巻
上

世
篇、

岩
波
書
店、

一

九
四
四

年
、

同
『

日

本
仏
教
史
之

研
究
』

正

篇
上

（

『

日
本

仏
教
史
研
究
』

第
一

巻）

　
　

岩
波
書
店、

一

九
八
三

年、

初
版
は
】

九
一

九
年

、

二

「

本
地
垂
迹
説
の

起
源
に

つ

い

て
」

（
初
出
は
一

九
一

七

年
）

。

（
2
）
　
高
取
正

男
『

神
道
の

成
立
』

平
凡
社、

一

九
七
九
年

。

〔
3
）
　
黒
田

俊
雄
『

王

法
と

仏
法
　

　
中

世
史
の

構
図
』

法
藏

館
、

一

九

八
三

年
、

「

日

本
宗

教
史
上

の

「

神
道
」

」

（
初

出
は
一

九
八
一

年）
。

井
土

寛
司
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仏教受 容 と神祗信仰 の形成

　

　
『

日

本
の

神
社
と

「

神
道
」

』

校
倉
書
房

、

二

〇

〇
六

年
。

（
4
）
　
津
田

左
右
吉
『
日
本
の

神

道
』

（
津
田

左
右
吉
全

集

第
九
巻）

岩
波
書
店、

一

九
六

四
年、

初
出
は
一

九
三

九

年
。

（
5
）

　
拙
著
『

平
安

時
代
の

信
仰
と

宗
教
儀
礼
』

続
群
書

類
従
完
成
会、

二

〇
〇
〇
年、

第
三

篇

第
一

章
「

日
本
的

信
仰
構
造
の

形

成

　
　

神
仏
関
係
論
」

。

（
6
）
　

桜
井
徳
太

郎
「

初
期
仏
教
の

受
容
と

シ

ャ

マ

ニ

ズ

ム
」

（
『

日

本
の

シ

ャ

マ

ニ

ズ
ム
』

下
、

吉
川

弘

文
館

、

一

九
七

九
年、

桜
井
徳
太
郎
著
作
集

第

　

　
五

巻
『
日
本
シ

ャ

マ

ニ

ズ

ム

の

研
究

上

伝
承
と

生
態
』

に

所

収）
。

（
7
）
　
昭

和
六

十
二

年
（

一

九
八
七
）

に

発

掘
さ

れ
た

小
墓

古
墳
（
天
理

市

∵

四

条
古
墳

（

橿
原
市）

で

初
め
て

報

告
さ
れ

た
。

三

世
紀
の

築
造
と

考
え

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

ら

げ

や

ま

　

　
ら
れ
る

纏
向
石
塚

古
墳
の

周

濠
か

ら
も

発
見
さ

れ
て

い

る
。

自

米
山
古
墳
（
加
悦
町
）

で

は

後
円
部
頂
上
で

方
形
に

墓

壙
を
囲
む

二

重
の

杭
列
跡
と

円

　
　

形
の

柱
穴
列
跡
が

見
つ

か

り、

小
立
古
墳
（

桜
井
市）

で

は

円

筒
埴
輪
列
の

聞
に

「

木
製
埴
輪
」

の

基
部
が

樹
立
し
て

い

た
ま
ま

出
土
し

た
。

キ

ト
ラ

　
　

古
墳
の

石
室
前
か

ら
も
二

つ

の

柱
穴
跡
が

発
見
さ

れ

た
。

泉
森
皎
「

奈

良
県
四

条
古
墳
と

木
製
立
て

物
（
樹
物）
」

（
「

日

本
の

美
術
』

三

四

七

「

器

財

　

　
は
に

わ
」

一

九

九
五

年）

の

他
、

各
種
の

新
聞
報
道
・

発
掘
調
査

報
告
書
な
ど
を

参
照

。

（
8
）
　

山
梨
県
埋

蔵
文
化
財
セ

ン

タ
i

調
査

報
告
書
第
二

二

八
集
『

国
指
定
史
跡

　
銚
子
塚
古
墳

附
丸
山
塚
古
墳

　
　
史
跡
整
備
事
業
に

伴
う
平
成

十
六

年

　

　
度

発
掘
調
査

概
要
報
告

書
』

山
梨
県
教

育
委
員
会、

二

〇
〇
五

年
。

（
9
）
　

拙
稿
「

記
紀
神
話
形
成
期
に

お

け
る

「

柱
」

祭
祀
の

意
義
　
　
神
の

助

数
詞
と

の

関
連
で
」

（
『

宗
教

研
究
』

二

七

五、

一

九
八

八

年）
、

拙
稿
「

古

　
　

墳
祭
祀
か

ら

律
令
祭
祀
へ

」

（
『

宗
教
研

究
』

二

七
九、

一

九
八
九

年）

な

ど

に

口

頭
発
表
の

要
旨
を

掲
載
し

た
。

（
10
）

　
上
田

正
昭

『

日

本
神
話
』

岩
波
新
書、

一

九
七
〇

年
。

（
11
）

　

津
田

左
右

吉
『

日
本

古
典
の

研
究
』

上

（
津
田
左

右
吉
著
作
集

第
一

巻
）

岩
波
書
店、

一

九
六
三

年、

初
出
は
一

九
二

四

年
。

（
12
）

　
『

魏
志
』

東
夷

伝
「

馬
韓
」

に

「

信
二

鬼
神（

国
邑

各
立’
二

人
一

主
レ

祭
二

天
神ハ

名
二

之
天

君ハ

又
諸
国
各

有
二

別
邑
納

名
レ

之

為
二

蘇
塗
一

立
二

大
木ハ

　

　
縣
二

鈴
鼓ハ

事
二

鬼
神
ハ

諸
亡

逃
至
二

其

中
ハ

皆

不
レ

還
レ

之、

好
作
レ

賊、

其
立
二

蘇
塗“
之

義、

有
レ

似
二

浮
屠ハ

而
所
レ

行
善

悪
有
レ

異、
」

と

あ
る

。

同
書

　

　
「

夫
余
」

コ

咼

句
麗
」

「

減
」

「

韓
」

な
ど
の

項
も

参
照

。

斎
藤
忠
『

古

代
朝
鮮
文

化
と

日

本
』

東
京

大
学
出
版
会、

一

九
八
一

年
。

（
13
）
　
但
し、

縄
文
時
代
の

巨
木
遺
跡
に

つ

い

て

は

建

物
跡
と

見
る

こ

と

も

で

き、

慎
重
に

検
討
す
る

必
要
が

あ
る

。

（
14
）

　
こ

の

う
ち
、

吉
野
ヶ

里

遺
跡
で

は

墳
丘

上
に、

池
上
曽
根
遺
跡
で

は

大
型

掘
立

柱
建
物
の

前
に

、

巨

大
な

柱
を
発
掘
調

査
に

基
づ

い

て

復
元
し

て

い

　

　
る

。

な

お、

柱
の

よ
う
な

天
に

向
け
た

モ

ニ

ュ

メ

ン

ト

は

世
界
的
に

認
め

ら
れ

る
が

、

こ

こ

で

は

日

本
文

化
に

定
置
さ

れ
た
も

の

を

簡
単
に

指
摘
し

　

　
た

。

（
15
）
　
石
田

茂
作
『

飛

鳥
時
代
寺
院
址
の

研
究
』

聖

徳
太
子
奉
讃
会

、

一

九
三

六

年
。

（

16
）
　
現

存
す
る

応
県
の

仏
塔
に

心

柱
は

な

く、

各
層
に

仏
像
が

安
置
さ

れ
て

い

る
。

嚴
慈
憶
「

中
国
の

塔
に

心

柱
は
な

か
っ

た
」

（
上
田

篤
編
『

五

重

塔
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は

な

ぜ

倒
れ
な

い

か
』

新
潮
社

、

一

九

九
六

年）
。

古
代
朝
鮮
の

木
造
仏
塔
は

現
存
し

な

い

が
、

遺

跡
調
査
で

発
見
さ

れ
た

木
塔
の

心
礎
の

多
く

は

地

　
　

下
一
・
八
メ

ー
ト
ル

に

あ
り、

原

則
的
に

掘
立

柱
で

あ
り、

何
ら
か

の

宗
教
的
な

意
味
が

想
定
さ

れ
る

と

い

う
。

田
中
充
子
「

韓

国
の

塔
と

蘇
塗
柱
・

　
　

刹
柱

・

心

柱
」

（

同
書

、

所
収）

。

塔
の

構
造
に

つ

い

て

は
、

箱
崎
和
久

「

東
大
寺
七
重

塔
考
」

（
『

論
集

東
大
寺
創
建
前
後
』

ザ
・

グ
レ

イ

ト
ブ
ッ

ダ
・

　

　
シ

ン

ポ

ジ
ウ
ム

論
集

第
二

号、

東
大
寺、

二

〇
〇
四
年）

も

参
照

。

（
17）
　
井
上
充
夫

『

日

本
建
築
の

空
間
』

鹿
島
出
版
会
駒

選

書
57

、

一

九
六

九
年

、

11
「

彫
像
的
構
成
」 。

（
18）
　
坪

井
清
足
『

飛
鳥
の

寺
と

国
分

寺
』

岩
波
書
店、

【

九
八

五

年
。

（
19）
　
松
浦
正
昭

「

飛
鳥
白
鳳
の

仏
像
1
ー
古
代
仏
教
の

か

た

ち
」

（

『

日

本
の

美
術
』

四

五
五、

二

〇

〇
四

年）
。

（
20
）
　
こ

の

他
に

も

西
隆
寺
・

武
蔵
国
分
尼

寺
な
ど

主
に

尼

寺
の

建
物
前
に

柱
穴
跡
が

発
掘
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ

は

幢
竿
支

柱
の

跡
と

も

考
え
ら

れ
て

お

り

　
　

慎
重
に

扱
わ
な

け

れ
ば
な
ら
な
い

が、

尼
寺
に

何
ら
か

の

神
仏
習
合
的
な

神
聖

性
を

付
与
す
る

役

割
を

持
た

せ

て

い

た
可

能
性
も
考
慮
す
べ

き

で

あ
ろ

　
　

う
。

（
21）
　
白

鳳
時
代
以
降
の

寺
院
伽
藍
は

金
堂

中
心
と

な
り、

塔
は

礼
拝
の

対
象
か

ら

外
れ
て

い

っ

た
。

け
れ

ど

も
神
宮
寺
に

お

い

て

は
仏

塔
が

重
要
な

役
割

　
　

を

果
た

し
て

お

り
、

神
仏
習
合
の

面
で

宗
教
的
な

意

義
は

存
続
し

た
と

考
え
ら

れ
る

。

竹
居
明
男
『

日

本
古
代
仏
教
の

文

化
史」

吉
川

弘
文
館

、

一

九

　
　

九
八

年、

第
四

「

神
宮
寺
と

仏
舎
利
信

仰
」

（
初
出
は
一

九
八
四

年
）

。

（
22）
　
拙

稿
「

大

仏
造
立
と
日

本
の

神
観
念

ー
神
仏

習
合
の

多
重
性
を

探
る
」

（
『

論
集

カ

ミ

と

ほ

と
け

1
宗

教
文
化
と

そ
の

歴
史
的
基

盤
』

ザ
・

グ

　

　
レ

イ
ト

ブ
ッ

ダ
・

シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

論
集

第
三

号
、

東
大
寺、

二

〇
〇
五

年）
。

（
23
）
　

拙
稿
「

律
令
国
家
の

祭

祀

ー
そ
の

理

想
と

現
実
」

（
明
星

大
学
日
本
文
化

学
部
編
『

理
想
と

現
実
』

明
星

大
学
日
本
文
化

学
部
共
同
研
究
論

集

第

　
　

九

輯
、

二

〇

〇
六

年）
。

（
24）
　
拙

稿
「

日

本
に

お

け
る

神
の

数
え
方

　
　
神
の

助
数
詞
「

柱
」

の

用

法
」

（
明
星
大
学
日

本
文
化
学

部
編
『

批

評
と

創

作
』

明
星

大
学
日

本
文
化
学

　
　

部
共

同
研
究
論
集

第
八
輯、

二

〇
〇
五

年）
。

（
25
）
　
拙
稿
「

大

祓
の

成
立
と

展
開
」

（

『

神
道
古
典
研
究
』

一

二
、

一

九
九

〇
年
）

、

同
「

ハ

ラ

エ

の

儀
礼

−
大
祓
と

王

権
」

（

『

岩
波
講
座

天
皇
と

王

権

　
　

を

考
え

る

5
王

権
と

儀
礼
』

岩
波
書

店
、

二

〇
〇
二

年
）

。

（
26）
　
紙
面
の

都
合
に

よ
り、

関
連
事
項
の

み

歴
史
的
に

ま
と

め
、

詳
し
い

史
料
や
参

考
文
献
の

指
摘
は

省
略
し

た
。

（
27
）
　
原
田
敏
明

『

日

本
宗
教
交
渉
史
論
』

中
央
公
論
社、

一

九
四
九

年
。
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